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料

t土

じ

め

資

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
選
挙
に
際
し
新
聞
社
や
放
送
局
が
行
う
選
挙
に
関

す
る
世
論
調
査
お
よ
び
世
論
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
選
挙
予
測
の
公
表
が
、

実
際
の
選
挙
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
の
問
題
は
、

一
九
七
九
年
一

O
月
の

衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
特
に
問
題
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

-
九
七
九

年
総
選
挙
の
際
、
新
聞
各
社
の
事
前
予
測
は
お
お
む
ね
「
自
民
党
が
安
定
多

数
を
確
保
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
結
果
は
同
党
が
公
認

候
補
当
選
者
数
で
単
純
過
半
数
を
割
り
込
む
と
い
う
敗
北
を
喫
し
、
新
聞
各

社
の
党
派
別
獲
得
議
席
の
予
測
、
選
挙
区
別
の
情
勢
報
道
が
選
挙
結
果
と
大

隔
に
食
い
違
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
事
前
の
議
席
予
測
や
選
挙
区
情
勢
の
報
道

は
、
有
権
者
や
候
補
者
陣
営
、
ひ
い
て
は
選
挙
結
果
に
与
え
る
影
響
が
大
き

い
こ
と
、
有
権
者
の
価
値
観
が
多
様
化
し
無
党
派
層
が
増
え
て
い
る
と
い
う

状
況
の
中
で
、

投
票
日
の
十
日
な
い
し
一
週
間
前
、
『
投
票
す
る
候
補
』

挙
名
率
が
都
市
部
な
ど
で
は
低
い
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
時
点
で
-
調
査
を

し
、
そ
れ
を
も
っ
て
全
体
を
予
測
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
こ
と
、
世
論
調

査
方
式
に
よ
る
投
票
行
動
の
捕
捉
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由

か
ら
事
前
の
選
挙
結
果
予
測
は
や
め
る
べ
き
だ
」
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
た

円

l
v

の
で
あ
る
。

つ
い
で
、

一
九
八

O
年
六
月
に
行
わ
れ
た
衆
参
同
日
選
挙
の
際
は
、
前
年

の
総
選
挙
時
の
議
席
予
測
の
失
敗
を
教
訓
と
し
て
、
各
新
聞
社
と
も
、
選
挙

予
測
の
報
道
に
慎
重
な
配
慮
を
し
、
読
売
新
聞
で
は
、

一
面
に
固
い
記
事
で

「
有
権
者
の
判
断
や
投
票
行
動
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
従
来
の

『
党
派
別
議
席
予
想
』
の
一
覧
表
は
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

読
売
新
聞
社
の
報
道
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
、
従
来
}
面
の
ト
ッ
プ
記
事

に
あ
わ
せ
て
掲
載
し
た
よ
う
な
党
派
別
獲
得
議
席
の
予
測
の
数
表
は
や
め
て

お
り
、
朝
日
新
聞
は
、
こ
れ
ま
で
一
面
に
掲
載
し
て
い
た
党
派
別
議
席
予
測

の
表
を
三
面
に
移
し
、
「
推
計
当
選
者
数
」
と
し
て
党
派
別
に
か
な
り
幡
を

も
た
せ
た
表
と
、
「
ど
う
動
く
か
投
票
行
動

首
相
の
急
死
、
微
妙
な
影
響
」

と
い
う
見
出
し
で
調
査
結
果
に
関
す
る
解
説
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
、
毎
日

新
聞
は
、
従
来
通
り
一
面
に
衆
参
両
選
挙
の
当
選
者
推
定
数
の
表
を
載
せ
た

の

が
、
「
投
票
率
も
影
響
」
と
い
う
見
出
し
で
調
査
結
果
に
関
す
る
解
説
記
事

(

2

)

 

を
併
載
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
世
論
調
査
の
公
表
が
有
権
者
の
投
票
行
動
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考
え

て
、
選
挙
運
動
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
を
禁
止
す
る
こ
と
、
お
よ
び
世

論
調
査
の
質
を
確
保
す
る
た
め
に
世
論
調
査
の
実
施
お
よ
び
販
売
を
委
員
会
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に
よ
っ
て
、
規
制
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
選
挙
に
関
す
る
世
論
調
査
の
規
制
を
は
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
比
較
法

的
に
み
て
も
大
き
な
特
色
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
選
挙
に
関

す
る
世
論
調
査
を
規
制
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
一
九
七
七
年
七
月
一
九
日

(

3

)

 

法
の
立
法
過
程
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ま
だ
法
律
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
僅

か
の
期
間
し
か
経
過
し
て
い
な
い
が
、
同
法
の
運
用
の
実
態
を
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

(

1

)

加
藤
博
久
『
衆
参
同
日
選
挙
の
多
角
的
分
析
』
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー

(
一
九
八

O
)
一
七
八

l
一
七
九
頁
。
同
じ
く
、
一
九
七
九
年
総
選
挙
の

選
挙
予
測
の
外
れ
と
選
挙
へ
の
影
響
の
問
題
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
、
石

川
真
澄
「
意
識
変
化
一
示
す
予
測
外
れ
|
信
念
投
票
か
ら
情
報
利
用
へ
」
朝

日
新
聞
選
挙
本
部
編
『
選
挙
大
観
1

第
お
回
総
選
挙
』
朝
日
新
聞
社
会

九
人

O
)
一
五
|
一
六
頁
、
新
井
久
爾
夫
「
有
権
者
は
投
票
態
度
を
変
え

た
l
第
話
回
衆
議
院
総
選
挙
を
分
析
す
る
」
文
研
月
報
一
九
八

O
年一一一月

号
一
|
九
頁
。
な
お
、
新
井
論
文
は
、
自
民
党
が
苦
戦
し
た
の
は
、
主
に

不
正
経
理
問
題
に
大
都
市
の
有
権
者
が
敏
感
に
反
応
し
た
結
果
で
あ
り
、

「
有
権
者
は
、
予
測
報
道
に
動
か
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
は
、
選
挙
戦
の
最

中
に
明
る
み
に
出
た
政
治
問
題
|
不
正
経
理
問
題
に
反
応
し
て
急
速
に

投
票
態
度
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
(
九
一
良
〉
と
結
論
づ
け
て
い

る。

(

2

)

加
藤
・
前
掲
書
一
八
二

l
一
八
五
頁
。
新
井
久
爾
士
大
「
転
回
し
た
有

権
者
の
政
治
意
識
|
衆
参
同
時
選
挙
世
論
調
査
の
分
析
」
文
研
月
報
一
九

八
O
年
一
一
月
号
五

i
七
頁
は
、
一
九
八

O
年
選
挙
に
お
い
て
、
予
測
報

道
の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
し
て
い
る
。

〔

3
〉
わ
が
国
で
は
、
成
田
憲
彦
「
選
挙
に
関
す
る
世
論
調
査
の
出
版
及
び

放
送
に
関
す
る
法
律
」
外
国
の
立
法
一
七
巻
四
号
(
一
九
七
八
)
一
四

五
1
一
五

O
頁
が
、
一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
紹
介
と
条
文
の
翻
訳

を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
特
に
条
文
の
翻
訳
に
つ
い

て
右
の
論
文
を
参
照
し
て
お
り
、
ま
た
、
筆
者
の
成
田
氏
か
ら
は
「
北
大

立
法
過
程
研
究
会
」
の
研
究
に
協
力
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。

な
お
、
本
研
究
は
、
昭
和
五
六
年
・
五
七
年
度
科
学
研
究
費
の
交
付
を

受
け
た
「
選
挙
法
の
立
法
過
程
に
関
す
る
実
証
的
比
較
法
的
研
究
」
の
一

環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
制
定

(1) 

一
九
七
二
年
の
元
老
院
に
お
け
る
法
律
案
の
可
決

付)

前

史

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
舞
台
に
世
論
調
査
が
登
場
し
て
き
た
の
は
、
一
九
六
五

年
の
大
統
領
選
挙
で
あ
り
、
そ
の
時
の
成
功
が
世
論
調
査
に
疑
い
な
い
権
威

ハ
1
)

を
与
え
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
有
権
者
の
投
票
の
意
図
を
調
査

す
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
神
聖
な
領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
般
意
思
の
形
成

北法33(6・145)1607 



料

の
領
域
に
科
学
的
調
査
を
介
入
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
主
主
義
の
観

点
か
ら
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
世
論
調
査
批
判
の
先
端
を
行
く

資

議
論
は
、

一
九
七
二
年
九
月
五
日
お
よ
び
六
日
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
に
発

表
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
-
フ
ラ
ン
セ
l
ズ
会
員
の
そ

l
リ
ス
・
ド
リ
ュ
オ
ン

(
P
向
白
ロ
ユ

R
U
E
S
)
氏
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
『
世
論
調
査
に
つ

い
て
』
と
い
う
表
題
で
、

九
月
五
日
号
に
は
、
『
世
論
操
作
』
と
い
う
副
題

が
、
九
月
六
日
号
に
は
、
『
民
主
主
義
の
汚
染
』
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

(

2

)

 

て
い
る
。
こ
の
論
文
の
な
か
で
ド
リ
ュ
オ
ン
氏
は
、
ま
ず
、
「
市
民
が
完
全

に
独
立
し
て
自
己
の
判
断
を
形
成
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
、
投
票
は
自
己
の

尊
厳
を
肯
定
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
尊
厳
を
伴
う
こ
と
が
肝
要
」
で
あ

り
、
「
さ
も
な
い
と
、
権
力
の
設
定
を
構
成
す
る
同
意
が
価
値
の
な
い
も
の

に
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、

つ
ぎ
に
、

世
論
調
査
は
、
「
そ
の
擬
似
科
学
的

側
面
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
は
擬
似
科
学
的
側
面
に
よ
り
、
最
も
危
険
な
弊
害

の
一
つ
で
あ
り
」
、
「
民
主
主
義
の
魂
を
変
質
さ
せ
る
危
険
性
の
あ
る
弊
害
で

あ
る
」
と
評
価
し
、
さ
ら
に
、
選
挙
前
の
世
論
調
査
は
効
果
が
特
に
有
害
に

な
り
う
る
領
域
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
最
後
に
、

「
世
論
調
査
は
民
主
主
義
の
汚
染
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、

法
律
に
よ
る
規
制

の
必
要
性
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。

(吟

法
律
案
の
提
出

元
老
院
で
は
、

一
九
七
二
年
一
一
月
に
、
民
主
左
派
に
所
属
す
る
デ
リ
ィ

(
ロ
巳
ロ
志
議
員
お
よ
び
パ
ム

(
E
B
m
)
議
員
に
よ
っ
て
、
「
選
挙
運
動
期
間

中
に
お
け
る
一
定
の
世
論
調
査
の
出
版
及
び
放
送
を
禁
止
す
る
」
法
律
案
が

〈

3
)

提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
案
の
内
容
は
、
第
一
条
「
選
挙
法
典
合
色
。
色
0

・

ロ
5
5
-
)
第
一
七

O
条
の
後
に
、
『
選
挙
運
動
の
開
始
か
ら
選
挙
の
最
終
結
果

の
宣
告
ま
で
の
問
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
選
挙
と
関
係
の
あ

る
あ
ら
ゆ
る
世
論
調
査
の
結
果
を
出
版
し
、
又
は
放
送
す
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
禁
止
は
、
各
投
票
の
結
果
の
速
報
を
与
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
か
っ
、
最
終
投
票
所
の
閉
鎖
と
投
票
結
果
の
宣
告
と
の
聞
に
実

施
さ
れ
る
世
論
調
査
に
は
適
用
し
な
い
。
』

と
規
定
さ
れ
た
新
し
い

L
一
七

O
条
の
一
を
加
え
る
。
」
、
第
二
条
「
選
挙
法
典
L
一
七
一
条
に
、

『
及
び

L

一
七

O
条
の
一
』
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
は
、
「
提
案
理
由
書
」
(
何
者
g
b
r
ω
B
O円以
ω)

に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
は
、
選
挙
戦
中
に
お
け
る
世
論
調
査
の
公
表
が
も
た
ら
す
弊
害
の

認
識
で
あ
る
。
ま
ず
、
世
論
調
査
の
結
果
の
公
表
が
実
際
の
投
票
に
影
響
を

与
え
た
例
と
し
て
、

一
九
七

O
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
総
選
挙
と
一
九
七
二
年
四

月
二
一
一
一
日
に
行
わ
れ
た
拡
大
E
C
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
を
あ

北法33(6・146)1608 



げ
、
イ
ギ
リ
ス
の
総
選
挙
で
は
、
す
べ
て
の
新
聞
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
(
当

F
S
)

有
利
と
し
て
い
た
た
め
に
、

浮
動
票
が
ヒ

l
ス
(
出

g
吾
〉
に
流
れ
て
逆
転

し
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
で
は
、
賛
成
多
数
と
い
う
予
測
が
、
多

数
の
有
権
者
を
棄
権
さ
せ
、
ま
た
は
、
国
民
投
票
の
対
象
と
な
っ
た
問
題
と

(
4〉

は
全
く
関
係
な
い
要
求
の
意
思
表
示
と
し
て
反
対
さ
せ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
世
論
調
査
の
弊
害
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
に
最
近

発
表
さ
れ
た
世
論
調
査
の
結
果
に
は
全
く
矛
盾
し
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

有
権
者
に
対
し
て
世
論
調
査
の
公
正
さ
に
対
す
る
疑
い
を
生
e
せ
し
め
て
い
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
弊
害
を
も
っ
世
論
調
査
は
、
「
真
正
な
民
主
主

義
の
実
施
に
特
に
有
害
」
で
あ
り
、
投
票
の
意
図
に
関
す
る
バ

I
セ
ン
テ
l

ジ
の
公
表
は
、
「
有
権
者
の
最
終
決
定
に
無
視
で
き
な
い
役
割
を
果
し
、
投
票

の
自
由
の
原
則
じ
た
い
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
世
論
調
査
を
実
施
す
る
自
由
を
侵
害
し
な
い
た
め
に
、
調
査

結
果
の
出
版
と
放
送
の
み
を
禁
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。

Q事

立
法
委
員
会
報
告

デ
リ
ィ
お
よ
び
パ
ム
議
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
、
元
老
院
の

「
憲
法
・
立
法
・
普
通
選
挙
・
命
令
お
よ
び
一
般
行
政
委
員
会
」
合
O
B
E曲
目

目

F
dロ
牛
ぬ
回
目
CFω

ロ
C
ロ
ω
昨
伊
丹
ロ
門
戸
C
ロ

D
o
-
-
o
p
ι
o
T
m回目
ω
戸内凶

Z
Cロ・

ι
z
m
E
R『
出
目
。

g
z
o
g
m
]・
L
Z
H
b
m
}
包
括
足
立
《
主
仏

5
5
U
R
E
s
tロb
S
F
〉
に
付
託

さ
れ
た
。
ピ
エ

l
ル
・
マ
ル
シ
ラ
シ

l
(
E
O
R
O
玄
R
a
F国
々
)
に
よ
る
委

(

5

)

 

員
会
報
告
は
、
本
法
律
案
に
賛
成
の
結
論
を
出
し
た
。

委
員
会
報
告
は
、
ま
ず
、
世
論
調
査
の
技
術
は
、
誤
り
が
む
し
ろ
例
外
で

あ
る
ほ
ど
改
善
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
世
論
調
査
は
定
着
し
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
投
票
の
意
図
や
質
問
へ
の
回
答
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
公
表
は
、

推
進
な
い
し
反
媛
の
効
果
を
有
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
一
定
の
世
論
形
成

の
付
和
雷
同
的
性
格

(
n
R
R芯
8
句
R
P
Eじ
を
増
大
さ
せ
て
、
民
主
主
義

が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」

の
で
あ
り
、
「
民
主
主
義
の

本
質
は
、
各
市
民
に
よ
っ
て
自
由
で
か
つ
意
識
的
に
論
争
さ
れ
た
個
人
的
選

択
の
集
団
的
結
果
で
あ
る
べ
き
」
と
し
て
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、
世
論

調
査
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
世
論
調
査
結
果
の
公
表
を
禁
止
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
委
員
会
に

お
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
、
例
え
ば
、
投
票
日
の
一
週
間
前
と
い
う
考
え
方

も
出
さ
れ
た
が
、

期
間
を
何
日
に
す
る
か
は
怒
意
的
に
な
る
と
い
う
理
由

で
、
結
局
、
委
員
会
と
し
て
は
選
挙
戦
の
全
期
間
ん
い
う
デ
リ
ィ
お
よ
び
パ

ム
の
原
案
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。

北法33(6・147)1609 



料

判

元
老
院
本
会
議
に
お
け
る
審
議

一
九
七
三
年
一
二
月
一
九
日
の
本
会
議
で
、
本
法
律
案
が
審
議
さ
れ
た
。

資

ま
ず
、

一
般
討
議
で
は
、
委
員
会
を
代
表
し
て
マ
ル
シ
ラ
シ
ー
が
報
告
者
に

ハ
6
)

な
り
、
委
員
会
報
告
の
線
に
沿
っ
て
報
告
し
た
ο

つ
い
で
、
政
府
を
代
表
し

て
ん
ネ
・
プ
レ
ヴ
ァ
ン
(
岡
山

g
b
E
2
8
)司
法
大
臣
が
こ
の
法
律
案
に
賛
成

の
意
見
を
表
明
し
た
。

干
般
討
議
は
そ
の
他
の
発
言
者
が
な
く
終
了
し
た
。

つ
い
で
、
逐
条
審
議
に
移
り
、
第
一
条
に
つ
い
て
、
本
法
律
案
の
提
案
者

の
一
人
で
あ
る
デ
リ
ィ
が
、
『
選
挙
運
動
の
開
始
か
ら
』
と
い
う
文
言
を
、

『
政
府
が
投
票
期
日
を
公
表
し
た
日
か
ら
』
と
い
う
文
言
に
代
え
る
修
正

案
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
立
法
委
員
会
の
報
告
者
で
あ
る
マ
ル
シ
ラ
シ
ー

は
、
個
a
A
的
見
解
と
し
て
、
世
論
調
査
の
公
表
を
禁
止
す
る
期
聞
を
殆
ん
ど

無
限
に
延
長
す
る
修
正
案
は
、
選
挙
法
典
に
挿
入
す
べ
き
規
定
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、

一
八
八
一
年
の
出
版
法
に
挿
入
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

禁
止
期
間
を
こ
の
よ
う
に
漠
然
と
延
長
す
る
こ
と
は
出
版
の
自
由
の
原
則
に

違
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
反
対
で
あ
る
旨
の
意
見
を
述
べ
、
プ
レ
ヴ
ァ

ン
司
法
大
臣
も
個
人
的
見
解
と
し
て
、
マ
ル
シ
ラ
シ
!
の
意
見
に
賛
成
し
た

(
8
)
 

の
で
、
デ
リ
ィ
は
修
正
案
を
撤
回
し
た
。

最
後
に
、
法
律
案
全
体
が
投
票
に
付
さ
れ
、
投
票
総
数
二
七
七
票
全
部
が

賛
成
票
で
、
本
法
律
案
は
元
老
院
に
お
い
て
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
の
で

A
パ

9
》

あ
る
。

(
1
)
E
m
R
O
〉
ミ
デ

HhO
向
日

HDX
岳
国
間
D
E白
問
叩
タ
忌
色
白
ロ

m
g
o出向
R
E

E
P
D
F
8
2
H
m
D
r
oユ
!
開

L
S白正門
U
E円】即日・

ω
2
t
g
同

M
E
E
W
2

Z
Z
E
P
E
E
C
S
L
o
-
-
Cロ
Z
O
B
E
2
r
H
U
O
E
O
-同
5
2
2

g
o
r
s
p
5
2・
℃

-
g∞・

(

2

)

戸
叩
窓
口
目

ι
p
m
g
め

凹

S
S
E
-
U
5
5
4
N・

(

3

)

』・

0
・・ロ

o
n
z
B
g
F
ω
宮
間
グ
ロ

o
g
c
s
N
I
H
S
6・

(

4

)

一
九
七
二
年
の
拡
大
E
C
に
関
す
る
国
民
投
票
に
つ
い
て
は
、
中

木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
肘
』
未
来
社
〈
一
九
七
六
)
二
八

O
頁。

(

5

)

』・

0
・・

U
O
B
E
S
E
-
忠
ロ
白
ゲ
ロ

0
5
0
(包
芯

lsa)・

(
6
)
H
O
-
-
u
b
g
F
ω
吉田
7
5
止
の
ぬ
g
r
s
g吋
NW
同

YωN
品。i
おお・

(

7

)

回目》三・・司・

ωN晶、吋・

(
8
)
H
E
P
-
同YUN品∞・

(

9

)

同開》三・・同》・

ωN品∞・

(2) 

一
九
七
四
年
の
大
統
領
選
挙
と
世
論
調
査

一
九
七
四
年
四
月
に
ポ
ン
ピ
ド

I
(
F白
色
合
乙
大
統
領
が
死
亡
し
た
後

五
月
五
日
お
よ
び
一
九
日
に
行
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
に
お
い

を
う
け
て
、

て
、
世
論
調
査
の
影
響
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
。
与
党
側
で
は
、
複
数
の

有
力
者
が
立
候
補
の
意
思
表
明
を
し
、
第
一
回
投
票
で
も
、
独
立
共
和
派
の

北法33(6・148)1610 



ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
(
。
ぽ

S
H仏
《
可
何
回
冨
吉
岡
)
と
ド
ゴ
l
ル
派
の
シ
ャ

パ
ン
日
デ
ル
マ
ス
(
の
官
官
ロ

loo-U凶
器
〉
と
い
う
有
力
ニ
候
補
者
が
、
左
翼

〈

I
V

の
ミ
ゴ
ア
ラ
ン
〈

ζ
E
2
5ロ
巴
と
実
質
的
に
争
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
ゴ
l

ル
左
派
の
エ
ド
ガ
!
・
フ
ォ
ー
ル
(
肘
《
紅
白
岡
山
富
『
乙
が
途
中
で
立
候
補
を

辞
退
し
た
の
は
、

四
月
九
日
の

I
F
O
P
の
世
論
調
査
が
フ
ォ
ー
ル
に
六

パ
ー
セ
ン
ト
の
支
持
率
し
か
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
シ
ャ
バ
ン

H
デ
ル
マ
ス
と
ジ
ス
カ
ー
ル
ニ
ア
ス
タ
ン
と
の
対
比

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

で
、
シ
ャ
パ
ン
日
デ
ル
マ
ス
の
地
位
が
急
速
に
後
退
し
た
の
に
も
世
論
調
査

ハ
2
〉

が
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
四
月
九
日
か
ら
五
月
三
日
ま

で
の

I
F
O
P
の
七
回
の
調
査
で
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
、
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
か

ら
出
発
し
て
、
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
付
近
を
前
後
し
、
最
後
に
は
四
五
パ
l
セ

ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
シ
ャ
パ
ン
日
デ
ル
マ
ス
と
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
を

対
比
す
る
と
、
最
初
は
、
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
対
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
シ
ャ
バ

ン
日
デ
ル
マ
ス
が
優
位
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
四
月
一
一
一
一
日
に
は
、

一
一
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
対
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
四
月
二
四
日
に
は
、

セ
ン
ト
対
三
一
パ
し
セ
ン
ト
に
な
り
、
五
月
三
日
に
は
、

一
八
パ

l

一
五
パ
ー
セ
ン
ト

(

3

)

 

対
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
形
で
逆
転
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

世
論
調
査
に
対
し
て
、
大
統
領
代
行
の
ポ
エ
ー
ル
(
司
o
r
R
)
は
、
円
フ
ラ

ン
ス
・
ソ
ワ
l
ル
』
紙
に
対
し
て
、
投
票
の
前
日
に
、
最
後
の
世
論
調
査
結

(
4〉

果
を
公
表
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
験
を
踏
ま
え
て
、

一
九
七
四
年
六
月
二

O
日
の
全
国
選
挙

運
動
規
制
委
員
会
(
の

0
5
2
3
8
ロ
E
o
s
-
o
p
g
E
5
F
)
の
報
告

は
、
世
論
調
査
の
問
題
に
も
触
れ
、

ま
ず
、
「
世
論
調
査
の
実
施
が
選
挙
に

お
い
て
し
だ
い
に
大
き
な
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
。
今
回
の
大
統
領
選
挙

の
場
合
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
で
選
挙
戦
の
展
開
に
対
し
て
世
論
調
査
の
影
響
が

感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
か

ら
、
「
選
挙
戦
の
展
開
が
一
定
の
候
補
者
の
犠
牲
の
う
え
に
平
等
に
反
す
る

方
向
で
害
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
」
し
て
、
政
府
の
注
意

を
喚
起
し
、
投
票
日
の
前
日
に
大
統
領
代
行
が
と
っ
た
禁
止
措
置
以
上
の
措

置
を
と
り
う
る
か
否
か
を
問
ぃ
、
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
「
一
般
化
し
た
禁

止
ま
た
は
規
制
は
立
法
の
介
入
を
必
要
と
す
る
」
こ
と
と
、
委
員
会
と
し
て

は
、
世
論
調
査
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
選
挙
運
動
の
全
期
間
を
通
じ
て
行
わ

ハ
5
)

れ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

大
統
領
選
挙
の
適
法
性
を
監
視
す
る
憲
法
院
は
、

一
九
七
四
年
五
月
二
四

日
に
出
し
た
宣
告
企
b
n
F
S同
芯
ロ
)
の
な
か
で
、
世
論
調
査
に
関
し
て
も
次

A

一6)

の
よ
う
に
言
及
し
、
立
法
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
。

「
一
九
七
四
年
の
大
統
領
選
挙
戦
中
に
実
施
さ
れ
、

公
表
さ
れ
た
世
論
調

査
は
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
に
よ
る
大
統
領
選
挙
の
解
説
に
お
い

北ほ33(6・149)1611 



料

て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
疑
い
も
な
く
一
つ

の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

資

調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
公
表
さ
れ
る
条
件
は
、
市
民
の
選
択
が

候
補
者
の
各
々
の
チ
ャ
ン
ス
の
誤
り
う
る
評
価
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と

を
避
け
る
性
質
を
も
っ
た
駿
務
規
約

(
S
F
F
&
S
E
a
r
)
の
対
象

と
な
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

こ
の
古
川
に
つ
い
て
、
解
決
策
を
提
案
す
る
こ
と
は
憲
法
院
の
権
限
に
属
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
院
が
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
問
題

が
、
選
挙
期
間
中
に
お
け
る
世
論
-
調
査
実
施
の
真
の
規
約
の
作
成
に
到
達
す

る
た
め
の
、
深
め
ら
れ
た
検
討
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
る
の
で
あ
る
o
」

(

1

)

一
九
七
四
年
の
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
木
・
前
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同

玄

L
・
'
市
-
H
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(3) 

一
九
七
七
年
の
国
民
議
会
に
お
け
る
諸
法
律
案
の
提
出

)
 

2
4
l

・
(
 

ロ
ー
ラ
ン
案

ロ
ー
ラ
ン

(mo--B仏
)
議
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
国
民
議
会
、
県
会

及
び
市
町
村
会
の
選
挙
に
先
行
す
る
一
月
間
、
世
論
調
査
の
出
版
及
び
放
送

(
I
V
 

を
禁
止
す
る
た
め
に
、
選
挙
法
典
を
補
完
す
る
法
律
案
」
は
、
次
の
よ
う
な

内
容
の
も
の
で
あ
る
。

「
選
挙
法
典
L
五
二
条
の
一
の
後
に
、

以
下
の
よ
う
な
L
五
二
条
の
ニ
が

挿
入
さ
れ
る
。

L
五
二
条
の
二
『
選
挙
の
最
終
的
結
果
の
宣
告
に
先
行
す
る
一
月
間
、
い

か
な
る
方
式
で
あ
れ
、
選
挙
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
世
論
調
査
の
結
果
を
出

版
し
又
は
放
送
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。

前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
は
す
べ
て
、
五
千
フ
ラ
ン
な
い
し
一
万
八
千

フ
ラ
ン
の
罰
金
に
処
す
。
』
」

こ
の
法
律
案
は
、

一
九
七
二
年
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法
律
案
と
た
い

し
て
異
な
ら
な
い
が
、
世
論
調
査
禁
止
の
対
象
と
な
る
選
挙
が
、
国
民
議
会

県
会
お
よ
び
市
町
村
会
選
挙
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
る

選
挙
の
み
な
ら
ず
、

北法33(6・150)1612 



点
、
お
よ
び
投
票
日
の
夕
方
に
実
施
す
る
調
査
を
禁
止
の
対
象
か
ら
除
外
し

て
い
な
い
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

(吟

ロ
リ
オ
ー
ル
案

ロ
リ
オ
ー
ル

(
C
E
E
)
議
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
選
挙
期
間
中
に

(
2〉

お
け
る
世
論
調
査
の
公
表
を
規
制
す
る
法
律
案
」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の

も
の
で
あ
る
。

第
一
条
「
大
統
領
、
国
民
議
会
議
員
、
元
老
院
議
員
、
県
会
議
員
及
び
市

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

会
議
員
の
選
挙
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
選
挙
運
動
の
開
始
と
、
選
挙
の
最
終
的

結
果
の
公
式
発
表
日
の
問
、
世
論
調
査
の
公
表
は
す
べ
て
、
新
聞
又
は
放
送

に
よ
る
の
で
あ
れ
、

公
開
又
は
他
の
方
法
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
禁
止
さ
れ

る。」第
二
条
「
第
一
条
で
定
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
選
挙
運
動
の
開
始
の
一
四
日

前
と
、
開
始
日
の
聞
の
期
間
中
、
第
一
条
で
定
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
世
論
調

査
の
公
表
は
、
以
下
の
こ
と
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
質
問
票
全
体

-
被
調
査
者
数

-
被
調
査
者
の
地
理
的
及
び
職
業
的
分
布

ー
調
査
機
関
名
及
び
調
査
実
施
者
名

ー
調
査
を
要
求
し
た
人
又
は
法
人
、
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の
政
治
的
所
属

ー
調
査
機
関
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
締
結
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
調
査
と

直
接
的
又
は
間
接
的
関
係
を
持
ち
う
る
契
約
」

第
三
条
「
第
二
条
で
定
め
ら
れ
た
期
陪
中
、
あ
ら
ゆ
る
調
査
の
公
表
は
、

題
名
、
解
説
又
は
他
の
方
法
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
評
価
を
排
除
し
て
、
向
条
に

列
挙
し
た
事
柄
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

第
四
条
「
本
法
の
規
定
に
対
す
る
違
反
は
す
べ
て

一
万
フ
ラ
ン
な
い
し

五
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
に
定
め
ら
れ
た
期
間
中
の
第
一
回
目
の
累
犯
の
場

合
、
罰
金
は
五
万
一
千
フ
ラ
ン
な
い
し
一

O
万
フ
ラ
ン
に
な
る
。

向
上
期
間
中
の
二
回
目
の
累
犯
は
、
五
日
な
い
し
三

O
日
の
禁
鋼
、
前
項

に
定
め
ら
れ
た
罰
金
、
又
は
こ
れ
ら
二
つ
の
刑
罰
の
い
ず
れ
か
に
処
せ
ら
れ

る。」ロ
リ
オ
ー
ル
案
は
、
す
べ
て
の
選
挙
に
関
す
る
世
論
調
査
を
対
象
と
し
、

時
期
を
二
つ
に
分
け
、
選
挙
運
動
開
始
と
選
挙
結
果
の
発
表
の
閑
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
選
挙
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
世
論
調
査
を

禁
止
し
、
選
挙
運
動
開
始
前
の
一
四
日
間
の
時
期
に
は
、
記
載
事
項
を
定

め
、
か
っ
、
解
説
等
に
よ
る
評
価
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
条
件
で
公
表
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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料

十+

ス
l
ス
テ
ル
案

資

ス
l
ス
テ
ル

3
2
2
0
Z
O
)
議
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
世
論
調
査
を

(
3〉

規
制
す
る
法
律
案
」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
条
「
選
挙
期
間
外
に
公
表
さ
れ
る
す
べ
て
の
世
論
調
査
は
、
以
下
の

事
項
を
明
確
に
-
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
調
査
研
究
所
又
は
機
関
名
、
理
事
長
及
び
副
理
事
長
の
名
前
、
理
事
会

の
構
成

l-調
査
が
実
施
さ
れ
た
期
日

ー
抽
出
標
本
の
性
質
、
性
別
、
職
業
別
及
び
他
の
使
用
さ
れ
た
基
準
に
よ

る
構
成

!
被
調
査
者
数
」

第
二
条
「
選
挙
運
動
の
開
始
か
ら
最
終
結
果
の
宣
告
ま
で
の
問
、
い
か
な

る
手
段
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
当
該
選
挙
に
関
連
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
世
論
調

査
の
結
果
を
出
版
し
、
又
は
放
送
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
禁
止
は
、
各
投
票
結
果
の
速
報
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
か
っ
、
最
終
投
票
所
の
閉
鎖
と
結
果
の
宣
告
と
の
間
に
実
施
さ
れ
る
調

査
に
は
適
用
さ
れ
な
い
o
」

ス
l
ス
テ
ル
案
は
、
選
挙
運
動
期
間
中
と
期
間
外
に
分
け
、
期
間
外
に
お

い
て
は
、

一
定
の
記
載
事
項
を
義
務
づ
け
て
公
表
を
認
め
、
期
間
中
に
お
い

て
は
、
投
票
終
了
後
の
投
票
日
に
行
わ
れ
る
例
外
を
除
い
て
公
表
を
禁
止
す

る
も
の
で
あ
る
。

判

ゲ
ル
ム
l
ル
案

ゲ
ル
ム

l
ル

(
C
Z
R
B
2『
)
議
員
他
一
一
九
名
の
議
員
に
よ
り
提
出
さ

(
4〉

れ
た
「
政
治
的
性
格
を
有
す
る
世
論
調
査
の
義
務
に
関
す
る
法
律
案
」
の
内

容
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
条
「
政
治
的
性
格
を
有
す
る
世
論
調
査
は
、
民
主
国
家
に
お
け
る
国

民
の
情
報
に
協
力
す
る
。

本
法
は
、
世
論
調
査
の
実
施
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
、
か
っ
、
市
民
の
選

択
の
自
由
を
侵
害
す
る
危
険
性
の
あ
る
濫
用
・
慣
行
又
は
操
作
か
ら
市
民
を

守
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」

第
二
条
「
政
治
的
性
格
又
は
選
挙
若
し
く
は
政
治
的
投
票
と
関
連
を
有

出
版
文
は
放
送
の
対
象
と
な
る
世
論
調
査
及
び
投
票
予
測

合同】

bgzoロ
回
忌
回
目
自
己
白
色
。
ロ

O
Z
L
・2
Z
B民
芯
ロ
)
は
、

服
す
る
。
」

し

か
つ
、

本
法
の
規
定
に

第
三
条
「
前
条
で
規
定
し
た
調
査
お
よ
び
投
票
の
実
施
は
、
以
下
の
職
務

上
の
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
調
査
は
、
完
全
な
独
立
性
及
び
厳
格
な
政
治
的
中
立
伎
の
噂
重
に
お
い
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て
行
わ
れ
る
。

l
調
査
は
、
資
格
の
あ
る
ス
タ
ッ
フ
の
協
力
に
よ
っ
て
、
科
学
的
に
試
験

さ
れ
た
技
術
及
び
方
法
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。

-
調
査
は
、
そ
の
実
施
時
期
の
世
論
の
状
態
に
関
す
る
情
報
と
し
て
常
に

提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

l
世
論
調
査
か
ら
な
さ
れ
る
投
票
予
測
は
す
べ
て
、
世
論
調
査
の
結
果
と

区
別
し
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
世
論
調
査
又
は
投
票
予
測
の
結
果
は
、
次
の
情
報
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

ら
な
い
。

-
作
業
を
指
揮
し
た
人
又
は
法
人
の
名
前

-
調
査
日

-
調
査
標
本
の
範
囲
と
構
成

-
質
問
票
の
全
文

-
各
質
問
ご
と
に
回
答
し
な
か
っ
た
者
の
比
率
」

第
四
条
「
本
法
の
第
二
条
で
規
定
さ
れ
た
調
査
の
結
果
を
い
か
な
る
手
段

に
よ
っ
て
で
あ
れ
出
版
し
、
又
は
放
送
す
る
人
又
は
法
人
は
す
べ
て
そ
の
出

版
又
は
放
送
に
、
調
査
が
実
施
さ
れ
た
条
件
を
明
確
に
す
る
表
示
を
伴
わ
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
を
実
施
し
た
機
関
の
責
任
の
下
で
作
成
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
表
示
は
、

特
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ー
調
査
を
実
施
し
た
機
関
名
及
び
後
記
第
六
条
の
適
用
に
よ
り
な
さ
れ
た

誓
約
の
記
載

ー
調
査
の
対
象
及
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
調
査
か
ら
公
表
さ
れ
た
間
接

的
結
果
を
引
き
出
す
た
め
に
利
用
し
た
方
法

l
調
査
実
施
日

!
被
調
査
者
数
、
被
調
査
者
を
選
択
し
、
質
問
し
た
方
法

-
公
表
し
た
数
字
の
解
釈
の
限
界

-
-
調
査
を
指
揮
し
た
人
又
は
法
人
及
び
調
査
の
費
用
を
負
担
し
た
人
文
は

法
人
の
名
前

出
版
に
よ
る
場
合
、
調
査
機
関
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
た
条
件
に
お
い
て

及
び
そ
の
責
任
の
下
で
、
上
記
の
情
報
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
公
表
さ
れ

た
結
果
の
理
解
に
有
用
な
技
術
的
解
説
を
付
し
て
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

E

、0

・ザん、
U視

聴
覚
の
手
段
に
よ
る
放
送
の
場
合
、
解
説
者
は
、
上
記
の
表
示
を
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
結
果
の
出
版
又
は
放
送
は
、
対
応
す
る
質
問
の
全
文
及
び
回
答

し
な
か
っ
た
者
の
比
率
を
直
ち
に
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
版
又
は
放
送
機
関
の
解
説
は
、
調
査
結
果
じ
た
い
と
明
確
に
区
別
さ
れ
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料

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
結
果
の
出
版
又
は
放
送
は
、
世
論
に
影
響
を
与
え
る
目
的
で
、
故
意

資

に
延
期
し
た
り
又
は
分
割
し
て
は
い
け
な
い
。
」

第
五
条
「
前
二
条
で
規
定
さ
れ
た
原
則
は
、
本
法
の
第
七
条
に
規
定
さ
れ

た
全
国
世
論
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
認
可
に
付
さ
れ
る
職
務
規

約
(
E
L
m
門
】

O
L
b
D
ロ

Eom向
。
)
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
、
補
完
さ
れ
る
。

本
法
の
対
象
と
な
る
調
査
結
果
が
す
で
に
出
版
又
は
放
送
さ
れ
て
い
る
場

合
に
、
職
務
規
約
は
、
前
条
で
規
定
さ
れ
た
原
則
の
あ
る
も
の
、
及
び
そ
れ

が
定
め
る
規
則
が
適
用
で
き
な
い
こ
と
、
又
は
、
出
版
若
し
く
は
視
聴
覚
放

送
の
異
な
っ
た
手
段
に
固
有
の
性
格
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
特
に
予
め
規
定

で
き
る
。

職
務
規
約
は
問
様
に
、
本
法
に
服
す
る
調
査
の
販
売
契
約
の
な
か
に
義
務

的
に
盛
り
込
む
べ
き
条
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

第
六
条
「
本
法
に
服
す
る
調
査
を
実
施
す
る
人
又
は
法
人
は
す
べ
て
、
前

記
第
五
条
に
規
定
さ
れ
た
職
務
規
約
を
遵
守
す
る
明
白
な
誓
約
書
に
署
名
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
人
も
、
前
項
に
規
定
す
る
誓
約
書
が
署
名
さ
れ
な
い
場
合
に
、
本
法
に

服
す
る
調
査
の
結
果
を
出
版
又
は
放
送
で
き
な
い
。
」

第
七
条
「
司
法
大
臣
の
も
と
に
、
次
の
九
名
の
構
成
員
で
構
成
さ
れ
る
全

国
世
論
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。

l
新
聞
社
及
び
放
送
局
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
報
道
機
関
の
代
表
三
名

-
世
論
調
査
機
関
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
世
論
調
査
機
関
の
代
表
三
名

ー
破
殻
院
判
事
一
名
、
会
計
検
査
院
検
査
官
一
名
及
び
委
員
長
に
な
る
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
評
定
官
一
名

本
法
の
第
八
条
及
び
第
九
条
に
よ
っ
て
委
員
会
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
行

使
に
つ
い
て
は
、
破
致
院
判
事
、
会
計
検
査
院
検
査
官
及
び
委
員
長
の
み
が

発
言
権
を
有
す
る
。

委
員
会
の
構
成
員
は
職
業
上
の
秘
密
に
拘
束
さ
れ
る
。
」

第
八
条
「
全
国
世
論
調
査
委
員
会
は
、
本
法
及
び
職
務
規
約
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
世
論
調
査
の
実
施
及
び
発
表
の
規
則
の
遵
守
を
監
視
す
る
。

委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
規
約
違
反
が
存
在
す
る
場
合
す
べ
て
の
利
害
関
係

者
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
る
。

委
員
会
は
、
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
申
立
の
受
理
及
び
理
由
を
審
理
す
る

報
告
者
を
任
命
で
き
る
。
報
告
者
は
職
業
上
の
秘
密
に
拘
束
さ
れ
る
。
報
告

者
は
、
調
査
の
実
施
に
使
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
文
書
並
び
に
総
合
報
告
の
提

出
を
受
け
う
る
。

委
員
会
ば
、
調
査
の
実
施
又
は
発
表
の
責
任
者
の
聴
聞
の
後
に
そ
の
結
論

を
発
表
し
、
そ
れ
を
関
係
者
に
通
知
す
る
。
」
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第
九
条
「
全
国
世
論
調
査
委
員
会
は
、
前
条
に
規
定
さ
れ
た
結
論
、
又
は

委
員
会
が
必
要
と
考
え
る
要
点
を
公
表
で
き
る
。

こ
の
公
表
は
、
世
論
調
査
結
果
又
は
投
票
予
測
の
全
部
又
は
一
部
を
出
版

又
は
放
送
し
た
報
道
機
関
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
。
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
機

関
を
選
任
す
る
。

本
法
又
は
職
務
規
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
則
に
違
反
し
た
場
合
に
お

い
て
、
公
表
は
、
違
反
の
責
任
者
の
費
用
で
な
さ
れ
る
。

本
条
の
適
用
に
よ
り
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
決
定
は
、
関
係
者
に
遅

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制j

滞
な
く
通
知
さ
れ
る
。
」

第
一

O
条
「
本
法
に
服
す
る
す
べ
て
の
調
査
の
実
施
及
び
公
表
は
、
国
民

投
票
、
大
統
領
選
挙
又
は
選
挙
法
典
の
対
象
と
な
る
一
の
選
挙
の
第
一
回
投

票
の
前
の
水
曜
日
の
夜
中
の
一
二
時
か
ら
、
及
び
第
二
回
投
票
前
の
一
週
間

禁
止
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
、
禁
止
は
投
票
結
果
の
宣
告
ま
で
適

用
さ
れ
る
。

こ
の
禁
止
は
、
投
票
結
果
の
速
報
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
か
っ
、
本
土
に
お
け
る
最
終
投
票
所
の
閉
鎖
と
投
票
結
果
の
宣
告
と
の

聞
に
出
版
又
は
放
送
さ
れ
る
調
査
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
」

た
だ
し
、

第
一
一
条
「
本
法
律
の
規
定
の
違
反
は
、
選
挙
法
典
L
九

O
条
の
一
に
規

定
さ
れ
た
刑
に
処
せ
ら
れ
る
o
」

第
一
二
条
「
本
法
律
の
適
用
の
条
件
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
」

こ
の
ゲ
ル
ム

1
ル
案
は
、
国
民
議
会
議
長
の
エ
ド
ガ

l

・
フ
ォ
ー
ル

(
H
U
L
m
R
F己
円
。
)
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
与
党
の
議
員
検
討
グ
ル
ー
プ
が

一
九
七
六
年
六
月
以
来
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
十
分
練

ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
議
員
検
討
グ
ル
ー
プ
の
作
業
は
、
ま
ず
、
世

論
調
査
の
実
施
ま
た
は
公
表
に
直
接
携
わ
っ
て
い
る
者
の
意
見
を
聴
聞
し
、

つ
い
で
、
新
聞
社
や
放
送
局
の
責
任
者
、
政
治
社
会
学
の
専
門
家
お
よ
び
各

党
の
議
員
団
長
と
意
見
交
換
を
行
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
ム

I
ル
案
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
第
一
に
、
「
全
選
挙
運
動
期
間

中
の
禁
止
は
、
た
ん
に
有
害
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
完
全
に
効
力
の
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
第
二
に
、
「
選
挙
に
お
け
る
市
民
の
選
択
を
混

乱
さ
せ
、
か
く
し
て
市
民
の
自
由
を
侵
害
し
う
る
濫
用
お
よ
び
操
作
か
ら
市

民
を
保
護
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
世
論
調

査
の
公
表
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
投
票
日
前
の
水
曜
日
の
夜
中
の
二
一
時
、

す
な
わ
ち
、
投
票
日
の
三
日
前
か
ら
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
一

O

条
)
。
さ
ら
に
、
世
論
調
査
の
質
を
確
保
し
、
そ
の
弊
害
を
防
止
す
る
た
め

に
、
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
評
定
官
を
長
と
し
、
世
論
調
査
機
関
お
よ
び
報
道

機
関
の
代
表
者
、
破
致
院
判
事
お
よ
び
会
計
検
査
院
検
査
官
に
よ
っ
て
構
成
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料

さ
れ
た
全
国
世
論
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、

」
の
委
員
会
が
職
務
規
約

資

(
口

O
L
白
骨
門
広

B
E
C向
日
と
を
作
成
し
て
、
そ
の
規
定
の
遵
守
を
監
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
刑
罰
に
よ
る
制
裁
を
最
後
の
手
段
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔

l
〉

h
・
0
・
O
G
E
B
E
E
-
〉・

2
・・ロ

o
N吋
唱
。

(
H
u
a
1
5
3
v・

(

2

)

』・

0
・・ロ

C
E
E
g
g
-
〉
-Z--
ロ
o
N叶
喧

H
(
s
a
1
5
3
)・

(

3

)

し『・

0
・・

u
q
n
z
B
E
g
-
〉
-
Z・・ロ
o
N
E
A
H
(
5
8
1
5
3
)・

(

4

)

』・。・・

0
0
2
5巾ロ

F
〉・

2
・・ロ

o
N∞
甲
町
公
由
吋
∞

HU3)・

(4) 

一
九
七
七
年
の
議
会
に
お
け
る
審
議

)
 
，41・( 
国
民
議
会
立
法
委
員
会
の
報
告

一
九
七
二
年
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法
律
案
と
新
た
に
国
民
議
会
に
提

出
さ
れ
た
四
つ
の
法
律
案
は
、
国
民
議
会
の
「
憲
法
・
立
法
お
よ
び
共
和
国

の
一
般
行
政
委
員
会
」
(
の

2HE-20ロ
《

Z

E印
円
。
ロ
回
去
z
z
oロロ。

--2・

円
四

oz-bmzs-cロ
2Lo--包
5
5
5
R己
F
C
ロ

m
E
b
g
r【
]
巾
】
白
河
凡
山
句

Ez--

門
出

E
O
〉
に
付
託
さ
れ
た
。
こ
の
立
法
委
員
会
は
、
ロ
リ
オ
ー
ル

(
F
E
門戸乙〉

が
報
告
者
に
な
り
、
委
員
会
の
報
告
は
、

一
九
七
七
年
六
月
二
二
日
に
配
布

さ
れ
た
。

立
法
委
員
会
の
報
告
は
、

ま
ず
、
「
何
故
世
論
調
査
を
規
制
す
る
の
か
」

と
い
う
表
題
の
下
で
、
立
法
の
必
要
性
を
説
明
し
て
い
る
。
報
道
の
自
由
と

の
関
係
で
は
、
世
論
調
査
が
選
挙
戦
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
時
に
、
候
補
者

の
平
等
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
れ
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
自
由
の

侵
害
に
な
ら
な
い
と
反
論
し
、
他
方
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、
世
論
調
査

の
公
表
の
影
響
が
、
付
和
雷
同
的
性
格
を
有
し
、
自
由
主
義
的
・
個
人
主
義

的
民
主
主
義
に
反
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
職

業
の
自
己
規
律
に
よ
ら
ず
、
立
法
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
、
世
論
調
査

機
関
と
し
て
、
パ
リ
で
三

O
O、
フ
ラ
ン
ス
全
体
で
四

O
Oな
い
し
五

O
O

存
在
し
、
な
お
選
挙
時
に
新
し
い
機
関
が
誕
生
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

立
法
委
員
会
は
付
託
さ
れ
た
法
律
案
の
う
ち
で
も
、
特
に
ゲ
ル
ム
l
ル
案

を
基
礎
に
し
て
、
委
員
会
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
委
員
会
案
が
若
干
の
修
正

を
受
け
て
法
律
に
な
る
の
で
あ
る
。

(ロ)

国
民
議
会
の
第
一
回
審
議

一
九
七
七
年
六
月
二
八
日
の
国
民
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、

一
九
七
二
年

に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
選
挙
期
間
中
の
世
論
調
査
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

一
般
討
議
に
お
い
て
、
ま
ず
、
立
法
委
員
会
を
代
表
し
て
、
報
告
者
の
ロ

(

1

)

 

リ
オ
ー
ル
が
委
員
会
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
ロ
リ
オ

1
ル
は
、
委
員
会
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案
は
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
、

一
九
七
二
年
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法

律
案
、
国
民
議
会
に
新
た
に
提
出
さ
れ
た
四
つ
の
法
律
案
の
総
合
の
結
果
と

し
て
委
員
会
が
作
成
し
た
こ
と
を
説
明
し
て
か
ら
、
問
題
点
と
し
て
、
世
論

調
査
の
規
制
の
問
題
と
、
選
挙
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
の
問
題

と
い
う
こ
つ
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
に
、
世
論
調
査
の
規
制

に
つ
い
て
は
、
全
国
世
論
調
査
委
員
会
の
設
置
が
要
点
に
な
っ
て
お
り
、
独

立
性
を
も
っ
た
全
国
世
論
調
査
委
員
会
が
、
選
挙
に
関
す
る
世
論
-
調
査
に
適

用
さ
れ
る
規
則
を
作
成
し
、
規
則
の
適
用
を
審
査
し
、
結
果
の
公
表
を
行
う

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制j

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ル
ム
l
ル
案
を
受
け
つ
い
で
い
る

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
選
挙
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
に
つ
い
て

は
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法
律
案
が
投
票
日
前
二

0
日
間
、
ロ
ー
ラ
ン
案

が
投
票
結
果
の
発
表
前
一
月
間
、
ロ
リ
オ
l
ル
案
と
ス

1
ス
テ
ル
案
が
選
挙

運
動
期
間
中
、
ゲ
ル
ム

I
ル
案
が
第
一
回
投
票
前
の
三
日
間
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
、
委
員
会
は
妥
協
的
に
平
均
を
と
っ
て
、
二
週
間
と
い
う
期
間
に
し

た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
ゲ
ル
ム

1
ル
議
員
が
ゲ
ル
ム
l
ル
案
の
考
え
方
を
説
明
し
て
か

門

2
〉

ら
、
社
会
党
の
プ
ラ
ン
シ
ス
・
リ

1
ン
ハ
ル
ト

q
s
s
z
c
g
g
a乙

は
、
六
月
一
七
日
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
に
発
表
さ
れ
た
パ
リ
大
学
の
デ
ュ

ヴ
Z

ル
ジ
ェ
教
授
の
論
文
の
一
節
、

す
な
わ
ち
、
「
も
し
政
府
が
そ
の
多
数

派
に
よ
っ
て
世
論
調
査
の
使
用
を
制
限
す
る
法
律
を
可
決
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
ら
、
そ
の
法
律
を
憲
法
院
に
提
訴
す
る
た
め
の
六

O
名
の
国
民
議
会

議
員
ま
た
は
六

O
名
の
元
老
院
議
員
が
十
分
存
在
し
、
憲
法
院
は
、
結
社
の

自
由
の
擁
護
に
お
い
て
示
し
た
の
と
同
様
の
厳
格
さ
を
報
道
の
自
由
の
擁
護

に
お
い
て
も
表
明
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
」
を
引
用
し
、
憲
法
院
へ
の
提

ハ
3
〉

訴
を
予
告
し
て
、
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
に
反
対
の
意
向
を
表
明
し
、
共

産
党
の
ル
シ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ラ

(
T
E
Oロ
〈
巳
乙
は
、
「
す
べ
て
の
禁
止
措
置

が
表
現
の
自
由
お
よ
び
報
道
を
受
け
る
権
利

2
8即
時
酔
で
宮
内
岳
町
岡
田
氏
芯
乙

A
4
)
 

へ
の
障
害
に
な
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
同
じ
く
反
対
し
、
中
道
派
の
ウ
ジ
ェ

ー
ヌ
・
ク
ロ
l
デ
ィ
ユ
ス

H
プ
チ
(
何
巴
間
宮
町
口
問
C
L
Z目
l
H
M
2
X
)

は
、
同

じ
く
反
対
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
ゲ
ル
ム

l
ル
案
の
共
同
提
案
者
の
一
人

と
し
て
自
分
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
印
刷
の
誤
り
で
自
分
は
署

(

5

)

 

名
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

政
府
を
代
表
し
て
司
法
大
臣
の
ア
ラ
ン
・
ベ
ル
フ
ィ
ッ
ト
(
〉

v
z
-
M
3
5・

E
S
)
が
発
言
し
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
案
が
、
一
定
期
聞
に
お
け
る
世

論
調
査
の
公
表
を
単
純
に
禁
止
し
、
問
題
の
一
部
し
か
解
決
し
な
い
の
に

対
し
て
、
委
員
会
案
は
、
世
論
調
査
の
実
施
と
公
表
に
関
す
る
真
の
行
為
準

則
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
論
調
査
の
質
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
案
よ
り
著
し
く
良
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
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料

府
は
、
当
初
考
え
て
い
た
政
府
法
案
の
提
出
を
断
念
し
た
旨
を
明
ら
か
に

(

6

)

 

し
た
。
さ
ら
に
、
リ

l
ン
ハ
ル
ト
の
提
示
し
た
報
道
の
自
由
か
ら
の
憲
法
論

資

に
対
し
て
は
、
「
選
挙
人
の
投
票
の
自
由
の
原
則
」

と
い
う
、

も
う
一
つ
の

憲
法
上
の
価
値
を
有
す
る
原
則
の
優
位
と
い
う
観
点
か
ら
反
論
し
て
い
る
。

逐
条
審
議
は
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
案
に
基
づ
い
て
、
立
法
委
員
会
の

報
告
者
で
あ
る
ロ
リ
オ
l
ル
が
委
員
会
案
を
各
条
ご
と
に
修
正
案
と
し
て
提

出
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
委
員
会
案
に
再
修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
形
を

基
本
に
し
て
進
め
ら
れ
た
。
本
会
議
の
逐
条
審
議
で
問
題
に
な
っ
た
大
き
な

点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
リ

I
ン
ハ
ル
ト
お
よ
び
社
会
党
・
急
進
党
左
派
議
員
団
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
、
委
員
会
案
に
対
す
る
対
案
と
い
う
形
で
修
正
案
が
出
さ
れ
た
こ

ハ
7
v

と
で
あ
る
。

』
の
修
正
案
は
、

世
論
調
査
の
公
表
の
際
に
、

①
被
調
査
者

数
、
そ
の
年
齢
、
標
本
の
地
理
的
・
社
会
学
的
特
色
、
実
施
目
、
質
問
票
の

全
文
、
質
問
ご
と
の
無
回
答
者
の
比
率
、
調
査
の
購
入
者
の
名
前
の
表
示
を

伴
っ
た
調
査
証
明
書
、
②
世
論
調
査
の
真
正
さ
を
保
証
し
、
公
表
し
た
新
聞

社
の
手
許
に
、
調
査
の
細
か
な
結
果
を
各
人
が
調
べ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

書
類
を
置
く
調
査
機
関
の
証
明
書
を
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
も
し
新

聞
社
が
こ
れ
ら
こ
つ
の
記
載
を
し
な
い
場
合
に
、
調
査
機
関
に
反
論
権
を
与

え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
修
正
案
に
対
し
て
は
、
立
法

委
員
会
の
報
告
者
の
ロ
リ
オ
l
ル
、
政
府
を
代
表
し
て
可
法
大
臣
と
も
に
、

委
員
会
案
の
全
体
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
反
対
し
、
結
局
、
社
会
党
の
修

正
案
は
否
決
さ
れ
た
。

第
二
に
は
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
案
の
第
一
条
に
あ
る
世
論
調
査
の
公

(

8

)

 

表
が
禁
止
さ
れ
る
期
間
で
あ
る
r
。
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
案
は
、
「
選
挙
運

動
の
開
始
か
ら
」
で
、
実
際
は
二

O
目
前
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
委
員

会
修
正
案
が
二
週
間
前
で
あ
り
、
政
府
提
出
の
再
修
正
案
が
一
週
間
前
、
ヴ

ィ
ラ
議
員
提
出
の
修
正
案
は
前
日
で
あ
っ
た
。
ど
の
案
か
ら
、
ど
う
い
う
形

で
表
決
に
付
す
か
が
議
論
に
な
っ
た
が
、
結
局
、
原
案
で
あ
る
元
老
院
で
可

決
さ
れ
た
案
に
最
も
遠
い
案
で
あ
る
ヴ
ィ
ラ
修
正
案
か
ら
表
決
さ
れ
、
ヴ
ィ

ラ
修
正
案
、

政
府
再
修
正
案
お
よ
び
委
員
会
修
正
案
が
す
べ
て
否
決
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
細
か
な
字
句
の
修
正
案
を
可
決
し
て
か
ら
、
元
老
院
で
可
決

さ
れ
た
案
の
第
一
条
が
表
決
に
付
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
否
決
さ
れ
た
。
結
局
、

選
挙
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
と
い
う
点
で
は
多
数
は
意
見
を
一

致
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て
の
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
案
を
表
決
し
た
た
め
、
全
部
否
決
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

法
律
案
全
体
と
し
て
は
、
選
挙
運
動
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
禁
止
の

点
を
除
い
て
、
委
員
会
案
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
、
最
終
的
に
、
法
律
案
全

(

9

)

 

体
が
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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付

元
老
院
の
第
二
回
審
議

国
民
議
会
で
六
月
二
八
日
に
可
決
さ
れ
た
修
正
案
は
、
元
老
院
に
送
付
さ

れ
、
元
老
院
は
六
月
一
一
一

O
臼
に
第
二
回
審
議
官
2
H
-
p
s
o
r
n
Z
B
)
を
行

っ
た
。
元
老
院
の
第
二
回
審
議
の
中
心
的
な
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
七

二
年
に
元
老
院
が
可
決
し
た
選
挙
運
動
期
間
中
の
世
論
調
査
の
公
表
禁
止
の

条
文
を
、
国
民
議
会
が
削
除
し
た
点
で
あ
る
。
元
老
院
立
法
委
員
会
報
告
者

の
マ
ル
シ
ラ
シ

1
は
、
国
民
議
会
修
正
案
に
あ
る
、
世
論
調
査
の
職
務
規
約

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

の
作
成
に
関
す
る
第
一
章
、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
は
、
《
一
一
一
台
の
客
車
》
で

あ
る
が
、
「
国
民
議
会
は
、
こ
れ
ら
三
台
の
客
車
を
、
機
関
車
を
取
り
は
ず
し

(

叩

〉

て
我
々
に
送
っ
て
き
た
」
と
表
現
し
て
、
皮
肉
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ル

シ
ラ
シ
l
は
、
第
一
輩
、

第
二
章
お
よ
び
第
三
章
は
、
《
付
属
物
》

P
R
S
-

g-H乙
で
あ
る
か
ら
、
一
九
七
二
年
に
元
老
院
が
賛
成
し
た
主
要
部
分
た
る

第
一
条
か
ら
討
議
す
る
よ
う
議
長
に
要
求
し
た
。

政
府
を
代
表
し
て
可
法
大
臣
の
ベ
ル
フ
ィ
ッ
ト
も
、
元
老
院
が
可
決
し
て

い
た
法
律
案
は
、
建
物
の
二
本
の
柱
の
一
本
を
構
成
す
る
も
の
で
、
こ
の
柱

(
日
)

の
一
本
を
再
建
す
る
の
に
賛
成
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
。

逐
条
審
議
で
は
、
最
初
に
、
国
民
議
会
が
否
決
し
た
第
一
条
か
ら
審
議
が

始
め
ら
れ
、
政
府
お
よ
び
元
老
院
立
法
委
員
会
か
ら
同
一
内
容
の
修
正
案
が

(

ロ

)

提
出
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
案
は
、
選
挙
期
間
中
の
世
論
調
査
の
禁
止
期
闘
を

投
票
日
前
一
週
間
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
産
党
の
エ
レ
l
、
ヌ
・
エ
ド
リ
l

ヌ
(
出
色
宮
O

開
《
凶
己
5
0
)

議
員
か
ら
、
修
正
案
に
反
対
で
、
国
民
議
会
で
の

削
除
を
支
持
す
る
旨
の
発
言
が
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、

マ
ル
シ
ラ
シ

I

は
、
「
共
産
党
か
ら
今
表
明
さ
れ
た
態
度
は
一
九
七
三
年
に
表
明
さ
れ
た
の

(
日
)

と
矛
盾
す
る
」
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
修
正
案
は
可
決
さ
れ
た
。

そ
の
他
の
条
文
に
つ
い
て
は
若
干
の
修
正
が
な
さ
れ
、
法
律
案
は
全
体
と

〈

M
〉

し
て
可
決
さ
れ
た
。

(ニヰ

国
民
議
会
の
第
二
回
審
議

元
老
院
で
六
月
一
二

O
日
に
可
決
さ
れ
た
修
正
案
は
、
直
ち
に
国
民
議
会
に

送
付
さ
れ
、
同
日
、
国
民
議
会
の
第
二
回
審
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
も
中

心
的
な
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
元
老
院
で
復
活
し
て
き
た
選
挙
期
間
中
の
世

論
調
査
の
公
表
禁
止
の
問
題
で
あ
る
。

国
民
議
会
立
法
委
員
会
の
報
告
者
で
あ
る
ロ
リ
オ
l
ル
は
、
委
員
会
は
、

グ
ロ

l
デ
ィ
ユ
ス
H
プ
チ
か
ら
提
案
さ
れ
た
廃
止
の
修
正
案
を
か
な
り
ぎ
り

ぎ
り
の
多
数
で
退
け
て
か
ら
、

(
日
)

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
週
間
の
期
間
の
禁
止
と
い
う
こ
と
を
決
め

一
般
討
議
の
後
、
逐
条
審
議
に
移
り
、
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法
文
に
萎

づ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
た
。
投
票
日
前
一
週
間
に
お
け
る
世
論
調
査
結
果
の

北法33(6・159)1621 



料

公
表
を
禁
止
し
た
第
一
条
に
つ
い
て
、
ク
ロ

l
デ
ィ
ユ
ス

H
プ
チ
が
向
条
を

廃
止
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
。
本
修
正
案
の
表
決
に
つ
い
て
、
社
会
党
お

資

よ
び
急
進
党
左
派
議
員
団
か
ら
記
名
投
票
の
要
求
が
あ
り
、
記
名
投
票
の
結

表
明
さ
れ
た
投
票
(
回
己
F
a
g
民間
E
g
b国
)

数
四
七
一
票
、
賛
成
一
九
六
票
、
反
対
二
七
五
票
で
修
正
案
は
否
決
さ
れ

〈
旭
川
)

た。 果
、
投
票
総
数
回
七
三
票
、

そ
の
他
の
条
文
に
つ
い
て
も
、
元
老
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
条
文
が
採
択
さ

れ
、
最
後
に
法
律
案
全
体
が
表
決
に
付
さ
れ
、
共
産
党
議
員
団
と
社
会
党
・

急
進
党
左
派
が
反
対
を
表
明
し
、
二
人
の
議
員
が
棄
権
を
表
明
し
て
、
そ
の

他
多
数
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
。

(

1

)

』
・
。
-
-
u
b
g
F
〉
-
Z
・
・
N

∞
宮
山
口
同
申
叶
ア
同
】
・
8
印
印
1
1
8
印
斗
・

(
2
)
H
E
P
-
唱
・
8
印
吋
|
色
町
∞
・

(

3

)

同
玄
子
同
ω
・
民
間
∞
|
A
u
g
-

〈4)HH】日仏・・同】・品ω印申・

(
5
〉HEL---YAHhw印由・

(
6
)
H
r
H
子
同
Y
S
S
1
8
8
・

(7)HEP-同》・品ω品川凶・

(
8
)
H
E
子
同
】
・
8
S
1
8
2
・

(
9
〉
H
E
P
-
同
V
品
川
w
吋
N
・

(

m

)

』
・
。
-
-
u
b
g
z
-
ω
ι
山
口
忠
-
u
o
y
z
s
吋
ア
M
Y
S
吋
ω
・

(日〉HV広・・目M・

5
足・

(辺)回目u-p-HM-H由、吋印・

(
日
〉
H
E
P
-
同
Y
S
J
可
印
・

(
M
〉
回
目
v
広・・切-H由J3・

(
日
)
』
・

9
・
0
b
g
F
〉
・

2
・
・
8
守
山
口

5
3・
同
Y
A
E
∞
-

(
凶

)HZι・・日
γ
仏印2・

〈
ロ
〉
H
Z
P
-
M
M
・
品
印
印
同
・

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
内
容

)
 
-(
 
法
律
の
正
文

(
1〉

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
正
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ご
定
の
世
論
調
査
の
出
版
及
び
放
送
に
関
す
る
一
九
七
七
年
七
月
一

九
日
法
律
七
七
|
八

O
八
号

第
一
章

総

員リ

第
一
条

国
民
投
票
、
大
統
領
選
挙
及
び
選
挙
法
典
に
よ
っ
て
規
制
さ

れ
る
選
挙
の
一
つ
並
び
に
欧
州
共
同
体
議
会
の
代
表
の
選
挙
と
直
接
又
は

間
接
に
関
係
を
有
す
る
す
べ
て
の
世
論
調
査
の
出
版
及
び
放
送
は
、
こ
の

法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。

世
論
調
査
か
ら
作
成
さ
れ
る
投
票
予
測
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
あ
た
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つ
て
は
、
世
論
調
査
と
み
な
す
。

第
二
章

世
論
調
査
の
内
容
に
つ
い
て

第
二
条

第
一
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
世
論
調
査
の
出
版
及
び
放
送

は
、
そ
の
調
査
を
実
施
し
た
機
関
の
責
任
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
次
の
表

一
都
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
を
実
施
し
た
機
関
の
名
称
。

調
査
の
購
入
者
の
名
称
及
び
資
格
。

被
調
査
者
数
。

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

調
査
を
行
っ
た
年
月
日
。

第
三
条

第
一
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
調
査
の
出
版
又
は
放
送
に
際

し
、
そ
れ
を
実
施
し
た
機
関
は
、
特
に
次
の
事
項
を
明
確
に
し
た
調
査
概

要
を
、
こ
の
法
律
の
第
五
条
の
適
用
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
世
論
調
査
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
の
目
的
。

被
調
査
者
が
選
定
さ
れ
た
方
法
、
抽
出
標
本
の
選
定
及
び
構
成
。

質
問
調
査
が
行
わ
れ
た
条
件
。

質
問
票
の
全
文
。

質
問
ご
と
に
回
答
し
な
か
っ
た
者
の
比
率
。

公
表
さ
れ
た
結
果
の
解
釈
の
限
界
。

必
要
な
場
合
に
は
、
公
表
さ
れ
る
間
接
的
な
性
格
を
持
つ
結
果
を
導

く
た
め
に
用
い
ら
れ
た
方
法
。

世
論
調
査
委
員
会
は
、
第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
の
出
版
又
は
放
送

を
行
っ
た
者
に
、
そ
れ
に
伴
い
提
出
し
た
調
査
概
要
に
記
載
さ
れ
て
い
る

情
報
又
は
、

そ
の
う
ち
の
一
定
の
も
の
の
公
表
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る。

第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
を
実
施
し
た
機
関
は
、
世
論
調

査
を
出
版
又
は
放
送
し
た
根
拠
と
な
っ
た
資
料
を
、
こ
の
法
律
の
第
五
条

第
四
条

の
適
用
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
世
論
調
査
委
員
会
に
自
由
に
使
用
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。

第
三
章

世
論
調
査
委
員
会
に
つ
い
て

第
五
条

選
挙
予
測
の
分
野
に
お
い
て
第
一
条
に
規
定
す
る
出
版
さ
れ

又
は
放
送
さ
れ
る
世
論
調
査
の
客
観
性
及
び
質
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制

を
検
討
し
、
及
び
提
案
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
世
論
調
査
委
員
会
を
設

置
す
る
。

委
員
会
の
提
案
は
、
施
行
す
る
た
め
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議

を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
は
、
ま
た
、
世
論
調
査
の
販
売
契
約
の
な
か
に
義
務
的
に
挿
入

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
項
、
特
に
、
第
二
回
投
票
に
関
す
る
す
べ
て
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料

の
世
論
調
査
の
第
一
回
投
票
に
先
立
つ
公
表
を
禁
止
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
有
す
る
条
項
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。

資

委
員
会
は
、
出
版
又
は
放
送
す
る
予
定
の
世
論
調
査
を
実
施
す
る
個
人

又
は
機
関
が
、

形
態
又
は
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

共
同
行
為
、

定
、
明
示
若
し
く
は
暗
黙
の
了
解
又
は
共
謀
に
よ
っ
て
、
他
の
個
人
又
は

機
関
に
よ
る
同
様
の
活
動
を
妨
害
又
は
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、

又
は
か
か
る
効
果
を
も
ち
う
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
六
条

世
論
調
査
委
員
会
は
、
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
夕
、
破
毅
院
及
び

会
計
検
査
院
の
各
構
成
員
か
ら
同
数
か
つ
奇
数
で
、
閣
議
に
よ
る
デ
ク
レ

に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

第
七
条

何
人
も
、
あ
ら
か
じ
め
世
論
調
査
委
員
会
に
提
出
し
た
宣
誓

書
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
規
定
及
び
第
五
条
の
適
用
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

規
則
に
従
う
旨
の
宣
誓
を
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
第
一
条
の
定
め
る
世

論
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

何
人
も
、
前
項
に
定
め
る
宣
誓
書
に
あ
ら
か
じ
め
署
名
す
る
こ
と
な
し

に
実
施
し
た
世
論
調
査
の
結
果
を
、
出
版
又
は
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
な

L 、。
第
八
条

世
論
調
査
委
員
会
は
、
第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
の
実
施

及
び
そ
の
販
売
が
法
律
及
び
適
用
可
能
な
規
則
に
適
合
し
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
確
認
す
る
す
べ
て
の
権
限
を
有
す
る
。

第
九
条

」
の
法
律
の
規
定
及
び
適
用
可
能
な
規
則
に
違
反
し
て
、
第

一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
を
出
版
若
し
く
は
放
送
し
た
報
道
機
関
、
又
は

協

」
の
法
律
の
規
定
若
し
く
は
販
売
契
約
の
義
務
的
条
件
に
違
反
し
て
、
若

し
く
は
得
ら
れ
た
結
果
の
範
囲
を
改
ざ
ん
し
て
、
世
論
調
査
の
出
版
を
行

っ
た
者
は
、
世
論
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
修
正
蓄
を
遅
滞
な

く
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
は
、

国
有
ラ
ジ
オ
及
び
テ
レ
ピ
放
送
局
を
通
じ

い
つ
で
も
、

て
、
こ
れ
ら
の
修
正
を
番
組
に
し
、
か
つ
放
送
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
放
送
は
、
委
員
会
か
ら
の
放
送
と
し
て
告
げ
ら
れ
る
。

第
一

O
条

世
論
調
査
委
員
会
の
決
定
は
、
通
告
さ
れ
、
及
び
出
版
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
決
定
は
、
特
に
、
報
道
機
関
に
伝
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

選
挙
期
間
に
適
用
さ
れ
る
特
別
規
定

第
一
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
世
論
調
査
の
出
版
、
放
送
及

第
一
一
条

び
解
説
は
、
方
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
各
投
票
の
前
一
週
間
及
び
投
票

日
当
日
に
お
い
て
、
禁
止
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
国
民
議
会
、
元
老
院
、
県
会
及
び
市
町
村
会
の
改
選
期
の
間

北法33(6・162)1624 



に
執
行
さ
れ
る
国
民
議
会
、
元
老
院
、
県
会
及
び
市
町
村
会
の
部
分
選
挙

に
つ
い
て
は
、
当
該
禁
止
は
、
そ
の
部
分
選
挙
の
投
票
に
直
接
又
は
間
接

に
関
係
す
る
世
論
調
査
に
の
み
適
用
す
る
。

禁
止
は
、
各
投
票
一
の
結
果
の
速
報
を
目
的
と
す
る
作
業
及
び
本
国
に
お

け
る
最
後
の
投
票
所
の
閉
鎖
後
結
果
の
宣
告
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
作

業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
章

雑

JIU 

第
一
二
条

次
の
者
は
、
選
挙
法
典
L
第
九

O
条
の
一
に
よ
り
、
処
罰

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

さ
れ
る
。

第
二
条
に
規
定
す
る
一
又
は
二
以
上
の
表
示
を
伴
わ
ず
に
、
第
一
条
に

定
め
る
世
論
調
査
を
出
版
又
は
放
送
し
た
者
。

虚
偽
の
内
容
の
表
示
を
伴
っ
て
、
第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
を
出
版

又
は
放
送
せ
し
め
た
者
。

第
三
条
に
規
定
す
る
義
務
を
満
た
さ
な
か
っ
た
者
。

第
五
条
の
適
用
に
よ
り
世
論
調
査
委
員
会
が
作
成
し
た
規
則
及
び
条
項

を
遵
守
せ
ず
に
、

第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
を
出
版
若
し
く
は
放
送

し
、
又
は
出
版
若
し
く
は
放
送
せ
し
め
た
者
。

第
一
条
に
定
め
る
世
論
調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
第
五
条
第
四

項
の
規
定
に
違
反
し
た
行
為
を
行
っ
た
者
。

第
七
条
及
び
第
一
一
条
に
違
反
し
た
者
。

第
九
条
の
適
用
に
よ
り
世
論
調
査
委
員
会
が
要
求
し
た
修
正
書
の
出
版

を
拒
否
し
た
者
。

裁
判
所
の
決
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
出
版
又
は
放
送
し

た
世
論
調
査
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
と
同
一
の
方
法
で
、
出
版
又
は
放
送
さ

れ
る
。第一

一
二
条

」
の
法
律
の
適
用
の
条
件
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
で
定
め
る
。

ハ
1
)
法
律
の
正
文
は
、
岡
山

2
5即
日
ロ
島
C
N
O
H
ω
町
内
予

-
b
四
五
目
立

c
p

5
3・
匂
・

ω
8
1
ω
U
H・
同
}
・
品
N

∞
を
参
照
。

(2) 

規
制
の
概
要

)
 
，々。(
 
適
用
の
範
囲

こ
の
法
律
は
、
選
挙
に
関
係
す
る
世
論
調
査
お
よ
び
世
論
調
査
に
基
づ
く

投
票
予
測
の
「
出
版
」
〈
宮

E
S立
g)
と
「
放
送
」
〈
岳
民
5
5ロ
)
を
規
制

の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
〈
法
律
第
一
条
〉
。
国
民
投
票
、
属
政
レ
ベ
ル
の

選
挙
(
大
統
領
選
挙
、
上
・
下
両
院
議
員
選
挙
)
、
地
方
レ
ベ
ル
の
選
挙
(
県

会
議
員
選
挙
、
市
町
村
会
議
員
選
挙
可
欧
州
共
同
体
議
会
代
表
選
挙
と
い
う
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料

よ
う
に
、
投
票
権
が
行
使
さ
れ
る
す
べ
て
の
選
挙
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

選
挙
と
世
論
調
査
と
の
関
係
は
、
「
直
接
又
は
間
接
に
関
係
す
る
」
と
規

資

定
さ
れ
て
、
「
直
接
」
の
み
な
ら
ず
、
「
間
接
」
も
含
ま
れ
る
た
め
解
釈
上
の

問
題
が
生
ず
る
。

(ロ)

世
論
調
査
の
実
施
お
よ
び
公
表
に
関
す
る
義
務

世
論
調
査
の
出
版
ま
た
は
放
送
に
よ
る
公
表
に
関
し
て
、
三
つ
の
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
出
版
ま
た
は
放
送
に
よ
る
公
表
を
予
定
す
る
世

論
調
査
を
実
施
す
る
前
に
、
世
論
調
査
機
関
ば
、
世
論
-
調
査
委
員
会
に
対
し

て
、
法
規
に
従
う
旨
の
誓
約
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

(
法
律
第
七
条
)
。

第
二
に
、

世
論
調
査
の
公
表
に
際
し
、

公
表
の
責
任
者

は
、
調
査
機
関
の
責
任
の
下
で
作
成
さ
れ
た
、
調
査
実
施
機
関
名
、
調
査
の

購
入
者
名
お
よ
び
そ
の
資
格
、
被
調
査
者
数
、
調
査
年
月
日
を
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
(
法
律
第
二
条
)
。

第
三
に
、

調
査
実
施
機
関

t主

調
査
目
的
、

抽
出
標
本
の
選
定
お
よ
び
構

被
調
査
者
の
選
定
方
法
、

成
、
質
問
調
査
が
行
わ
れ
た
条
件
、
質
問
票
の
全
文
、
無
回
答
者
の
比
率
、

公
表
さ
れ
た
結
果
の
解
釈
の
限
界
等
を
明
確
に
し
た
調
査
概
要
を
世
論
調
査

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
世
論
調
査
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
調

査
概
要
の
情
報
の
公
表
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
(
法
律
第
三

条
〉
。
さ
ら
に
、

世
論
調
査
委
員
会
は
、

調
査
に
利
用
し
た
資
料
を
自
由
に

使
用
で
き
る
の
で
あ
る
(
法
律
第
四
条
〉
。

かき

世
論
調
査
委
員
会
の
設
置

世
論
調
査
委
員
会
の
構
成
お
よ
び
任
務
は
、
法
律
で
定
め
る
ほ
か
、

(
l
v
 

七
八
年
一
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
七
八

l
七
九
号
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い

る。
ま
ず
、
委
員
会
の
構
成
は
、
九
名
の
委
員
か
ら
な
り
、
三
名
は
、
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
の
構
成
員
で
、
そ
の
う
ち
少
く
と
も
一
名
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
部
長
評
定
官
ま
た
は
評
定
官
で
、
委
員
長
に
な
り
、
三
名
は
、
破
致
院
か

ら
で
、
そ
の
う
ち
少
く
と
も
一
名
は
部
長
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
官
で
あ
り
、

三
名
は
会
計
検
査
院
か
ら
で
、
そ
の
う
ち
少
く
と
も
一
名
は
部
長
検
査
官
ま

た
は
検
査
官
で
あ
り
1

任
期
は
三
年
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ

の
副
長
官
、
破
段
院
院
長
、
会
計
検
査
院
院
長
の
提
案
に
よ
り
、
閣
議
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
る
(
法
律
第
六
条
、
デ
ク
レ
第
一
条
〉
。
委
員
は
身
分
保
障

を
有
し
、
委
員
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
障
害
事
由
の
あ
る
場
合
以
外
解
任

さ
れ
な
い
(
デ
グ
レ
第
二
条
)
。
委
員
会
は
、
司
法
な
い
し
行
政
裁
判
官
ま
た

r; ，工
三雲

t童
三五
怒し、

任し、
報
き道
るに

特
委同
員二
おナ
レ識

訟を
報子
告る
者=邑
は z
世著
書考
査亡〉
機 43
関宮
まウ 九
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た
は
報
道
機
関
の
職
務
、
こ
れ
ら
機
関
の
資
本
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

保
持
者
の
地
位
と
の
兼
職
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
デ
タ
レ
第
四
条
)
。

に
、
直
近
の
五
年
間
に
世
論
調
査
機
関
か
ら
報
酬
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

は
、
委
員
ま
た
は
報
告
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
ハ
デ
グ
レ
第
五
条
〉
。

判

職
務
規
約
の
作
成

委
員
会
は
、

ま
ず
、
「
世
論
調
査
の
客
観
性
及
び
質
を
確
保
す
る
た
め
の

規
則
」
を
検
討
し
、
提
案
す
る
任
務
を
有
し
、
こ
の
規
則
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

デ
タ
の
議
を
経
た
デ
グ
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
(
法
律
第
五
条
第
一
項
・
第
二
項
〉
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
則
が
作
成
さ
れ
た

場
合
、
委
員
会
は
そ
の
遵
守
を
監
督
す
る
任
務
も
有
す
る
の
で
あ
る
(
法
律

第
七
条
、
第
八
条
〉
。

つ
ぎ
に
、
委
員
会
は
、
公
表
を
予
定
さ
れ
た
世
論
調
査
の
「
販
売
契
約
の

な
か
に
義
務
的
に
挿
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
項
」
を
定
め
る
権
限
を

有
す
る
(
法
律
第
五
条
第
三
項
)
。
さ
ら
に
、
委
員
会
は
、
調
査
機
関
の
自

由
競
争
を
確
保
す
る
た
め
に
、
共
同
行
為
や
協
定
な
ど
に
よ
っ
て
世
論
調
査

の
実
施
を
妨
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
督
す
る
任
務
を
有
す
る
(
法
律

第
五
条
第
四
項
)
。

ÇT~ 

世
論
調
査
委
員
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
ら

世
論
調
査
委
員
会
は
、
世
論
調
査
の
実
施
お
よ
び
販
売
が
、
法
律
お
よ
び

規
則
に
適
合
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
権
限
を
有
し
〈
法
律

第
八
条
)
、

違
反
者
に
対
し
て
修
正
書
を
公
表
さ
せ
る
権
限
を
有
す
る
ハ
法

律
第
九
条
)
。

違
反
者
に
対
し
て
修
正
書
の
公
表
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
、

法
律
お
よ
び
規
則
違
反
に
対
す
る
重
要
な
制
裁
手
段
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
付第
一
回
お
よ
び
第
二
回
投
票
前
一
週
間
お
よ
び
投
票
日
当
日
に
お
い
て
、

選
挙
期
間
中
に
お
け
る
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止

選
挙
に
関
係
す
る
世
論
調
査
の
出
版
、
放
送
お
よ
び
解
説
は
、
方
法
の
い
か

ん
を
間
わ
ず
禁
止
さ
れ
る
(
法
律
第
一
一
条
)
。

)
 

'
h円

a
''z

、
罰

員リ

こ
の
法
律
の
一
定
の
条
項
の
違
反
者
に
対
し
て
は
最
終
的
に
は
、
選
挙
法

典
L
第
九

O
条
の
一
に
よ
り
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
〈
法
律
第
一
一
一
条
)
。

(

1

)

デ
ク
レ
の
正
文
は
、
問
。
nz
止
。
目
白
O
N

巾
昨
日

guご
】
叩
向
山
田

F
t
o
p

sa-MY
ロ叶
lHH∞
を
参
照
。
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料

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
運
用

資

)
 
・4(
 

一
九
七
八
年
の
国
民
議
会
議
員
選
挙
に
関
す
る
事
例

一
九
七
八
年
三
月
の
国
民
議
会
議
員
選
挙
に
関
し
て
、
世
論
調
査
委
員
会

は
、
ォ

l
H
ド
H
セ

l
ヌ

(
Z
E
M時中品。
l
ω
o
z
o
〉
、
ヴ
ォ

l
ジ
ュ
(
〈
D
m
問。乙、

パ
リ
お
よ
び
ヴ
ァ
ル
H
ド
日
マ
ル
ヌ
(
〈
と
l含
l
Z
2
5
)
の
候
補
者
か
ら
の

〔

1
〉

四
つ
の
申
立
を
受
け
た
。
最
初
の
二
つ
の
事
件
は
、
修
正
書
の
問
題
に
至
る

こ
と
な
く
解
決
さ
れ
た
。
パ
リ
の
事
件
ば
、
パ
リ
第
一
二
選
挙
区
で
、
与
党

共
和
党

(
3
E
『守口

5
8一
口
)
の
ガ
ン
テ
ィ
エ
(
の
出
口
同
町
内
H
)

氏
が
、
同
党

の
ラ
イ
バ
ル
候
補
者
グ
リ
オ
テ
レ
ィ
(
の
吾
》
2
0
3
v
U
氏
の
選
挙
機
関
紙
に

掲
載
さ
れ
た
世
論
調
査
に
異
議
申
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
世
論
調
査
委
員

争
わ
れ
た
世
論
調
査
は
、
「
国
民
議
会
選
挙
と
直

接
関
連
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
調
査
が
行
わ
れ
た
条
件
を
明
確
に
す
る

調
査
概
要
を
あ
ら
か
じ
め
委
員
会
に
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
九
七

(
2〉

七
年
七
月
一
九
日
法
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
判
断
し
た
。
ヴ
ァ

会
の
初
め
て
の
決
定
は
、

ル
H
ド
H
マ
ル
ヌ
の
事
件
で
は
、
ピ
ラ
の
内
容
に
な
っ
て
い
た
主
張
が
問
題

に
な
っ
た
が
、
修
正
書
は
、

F
I
R
に
よ
っ
て
放
送
さ
れ
、
そ
し
て
異
議
申

(
3》

立
を
し
た
候
補
者
に
よ
っ
て
再
録
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

句
・
〉
〈
同
己
-
F
O
L
M
1
0日
陣

内

目

。

ω
ω
ロロ仏
m
m
o
T
C匂
-nr・-同
Y
魚
沼
・

(
2
〉
戸
。
担
向
D
E
r
・
M

H出
向
『
切
岡
山
w

吋∞-

(

3

)

司
・
〉
〈
ロ
ア

0
目

Man-f
同】・白川お・

(2) 

一
九
八
一
年
五
月
の
大
統
領
選
挙
に
関
す
る
事
例

)
 
，々a(
 

ル
-
モ
ン
ド
事
件

一
九
八
一
年
五
月
の
大
統
領
選
挙
を
控
え
て
、
社
会
党
で
は
ミ
ッ
テ
ラ
ン

(
ζ
ξ
2
5
E〉
と
ロ
カ
l
ル

(mcg三
〉
が
有
力
候
補
者
と
し
て
早
く
か

ら
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
七
八
年
一
二
月
一
日
付
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』

紙
は
、
「
一
九
八
一
年
の
た
め
に
誰
が
社
会
党
の
最
良
の
候
補
者
か
」
と
い

う
表
題
と
、
「
世
論
の
一
研
究
」

と
い
う
副
題
を
つ
け
た
、

国
立
政
治
学
研

究
所
の
研
究
員
ロ

l
ラ
ン
・
ケ
ロ
ル
(
河
乙
自
与
の

a
g
O
と
S
O
F
R
E

S
社
政
治
研
究
部
長
ジ
エ
ロ
1
ム
・
ジ
ャ
フ
レ

C
b
g
B巾
』
由
民
『
巴
共
同
執

筆
の
論
文
を
掲
載
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
「
二
千
人
の
有
権
者
に
対
し
て

S
O

F
R
E
S
社
に
よ
っ
て
一

O
月
|
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
こ
回
の
全
国
的
質

問
調
査
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
い
う
表
示
が
な
さ
れ
、
「
世
論
全
体
に
お
け

る
ミ
ッ
テ
ラ
ン
お
よ
び
ロ
カ
l
ル
両
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
」
と
題
す
る
表

一
、
「
ミ
ッ
テ
ラ
ン
お
よ
び
ロ
カ
l
ル
両
氏
の
聞
に
お
け
る
社
会
党
共
鳴
者
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の
分
布
」
と
題
す
る
表
二
、
「
社
会
党
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
共
鳴
者
お
よ
び
P

カ

ー
ル
共
鳴
者
の
政
治
観
」
と
題
す
る
表
三
の
三
つ
の
世
論
調
査
結
果
の
表
を

載
せ
て
、
社
会
党
共
鳴
者
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
支
持
層
と
ロ
カ
l
ル
支
持
層
を
分

析
す
る
も
の
で
あ
る
。

』
の
論
文
は
、

同
日
付
の
『
ル
・
マ
タ

そ
し
て
、

ン
』
紙
に
も
再
録
さ
れ
た
。

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

こ
の
論
文
の
掲
載
に
対
し
て
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
に
近
い
社
会
党
の
エ
ル
ユ
ユ

〈出

2
2
)
議
員
が
、
二
一
月
四
日
に
世
論
調
査
委
員
会
に
、
一
九
七
七
年

〈

1
v

七
月
一
九
日
法
違
反
と
し
て
付
託
し
た
。
エ
ル
ニ
ュ
は
、
こ
の
論
文
は
、
ロ

カ
ー
ル
が
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
支

持
率
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
結
果
は
、
部
分
的
な
い
し
全
体
と
し
て
テ
レ

ピ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
雑
誌
で
報
道
さ
れ
た
も
の
で
、

一
九
七
七
年
法
違
反

を
具
体
的
に
は
、
調
査
の
購
入
者
の
名
前
と
資
格
、
調
査
を
行
っ
た
年
月
日

の
表
示
を
欠
く
点
に
お
い
て
第
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
、
質
問
票
の
全
文
と

公
表
さ
れ
た
結
果
の
解
釈
の
限
界
を
委
員
会
に
知
ら
せ
て
い
な
い
と
す
れ
ば

第
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。

一
二
月
六
日
付
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
に
は
、
ケ
ロ
ル
と
ジ
ャ
ブ
レ
の
反

論
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
執
筆
者
は
、
今
回
の
論
文
は
世
論
調
査
の

公
表
で
は
な
く
、
調
査
の
デ

l
F
の
分
析
に
基
づ
く
研
究
で
あ
り
、
今
回
の

世
論
調
査
は
、

S
O
F
R
E
S社
が
定
期
的
に
実
施
す
る
政
治
調
査
の
枠
内

で
行
わ
れ
た
も
の
で
、

一
九
七
七
年
法
の
適
用
が
な
い
も
の
と
考
え
る
と
反

論
し
た
。

世
論
調
査
委
員
会
は
、

一
二
月
一
五
日
付
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
発
表
し
、

関
係
者
と
と
も
に
検
討
を
深
め
た
後
、

委
員
会
は
、

1

法
律
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
手
続
に
関
す
る
一
定
の
規
則
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
よ
と
い
う
結

〈

2
)

論
に
達
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
委
員
会
は
、

未
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
質
問
調
査
の
数
字
化
し
た
結
果
を
再
生
し
た
こ
の

論
文
が
、
法
律
の
意
味
に
お
け
る
世
論
調
査
の
出
版
を
構
成
す
る
と
判
断
す

る
」
こ
と
、
調
査
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
係
争
の
論
文
で
は
一

O
月
!
一

一
月
に
実
施
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
が
、
委
員
会
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情

報
で
は
、

一
O
月
二
日
か
ら
九
日
、

一
O
月
二
七
日
か
ら
一
一
月
二
日
に
行

わ
れ
た
こ
と
を
認
定
し
た
こ
と
、
調
査
の
購
入
者
の
名
称
と
資
格
が
表
示
さ

れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
「
世
論
調
査
は
、

S
O
F
R
E
S
社
の
イ
ニ

シ
ャ
テ
ィ
プ
で
、
通
常
行
わ
れ
る
全
国
調
査
の
枠
内
で
、
他
の
政
治
問
題
を

含
む
内
容
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
は
、

た
ん
に

ケ
ロ
ル
氏
と
、

ジ
ャ
フ
レ
氏
に
そ
の
論
文
に
対
し
報
酬
を
払
っ
た
だ
け
で

あ
り
、
『
ル
・
マ
タ
ン
紙
』
は
、
公
表
さ
れ
た
情
報
の
基
本
的
部
分
を
再
録

し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
世
論
調
査
は
、
購
入
者
を
有

し
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
」
と
判
断
し
た
こ
と
、
第
三
条
に
規
定
さ
れ
た
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料

調
査
概
要
は
、
論
文
公
表
後
に
委
員
会
の
要
求
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
本
件
質
問
調
査
は
職
業
の
慣
習
に
合
致
し
て
行
わ

資

れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

結
局
、
ル
・
モ
ン
ド
事
件
に
つ
い
て
、
世
論
調
査
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ

め
調
査
概
要
を
委
員
会
に
提
出
す
る
手
続
違
反
を
特
に
問
題
に
し
た
の
で
あ

る
。
委
員
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、

一
九
七
八
年
一
二
月
二

O
日
付
の
『
ル
・

モ
ン
ド
』
紙
お
よ
び
『
ル
・
マ
タ
ン
』
紙
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ

る。
(ロ)

選
挙
直
前
の
事
例

一
九
八

O
年
一
一
一
月
か
ら
一
九
八
一
年
二
月
に
か
け
て
は
、

一
二
月
一
七

日
付
『
カ
ナ
l
ル
・
ア
ン
シ
ェ
イ
ネ
』
紙
に
関
す
る
修
正
書
、

一
二
月
一
四

日
付
の
『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
デ
ュ
・
デ
ィ
マ
ン
シ
ュ
』
紙
を
間
接
的
に
対
象
と

す
る
一
二
月
一
一
二
日
の
コ
ミ
ュ
ュ
ヶ
、
『
ル
・
ポ
ア
ン
』
誌
二
月
三
日
号
に

発
表
さ
れ
た
世
論
調
査
に
関
す
る
二
月
五
日
の
措
置
、
『
バ
リ

H
マ
ッ
チ
』

誌
に
関
す
る
二
月
九
日
の
措
置
と
し
て
、
世
論
調
査
委
員
会
は
世
論
調
査
の

円

3
V

規
制
に
介
入
し
た
。

一
九
八
一
年
四
月
以
降
、
世
論
調
査
委
員
会
は
司
法
省
に
告
訴
を
二
つ
提

〈

4
V

起
し
た
。

一
つ
は
、
『
コ
テ
ィ
デ
ィ
ア
ン
・
ド
・
パ
リ
』
紙
に
対
し
て
で
、

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
で
出
版
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
時
期
に
、
「
世
論

調
査
の
結
果
と
し
て
出
さ
れ
た
情
報
」
を
公
表
し
た
た
め
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
世
論
調
査
機
関
で
あ
る
可
ロ
豆
一
口

ω
・
〉
・
に
対
し
て
で
あ
る
。
同
M
E
E
R

ω・
〉
・
が
実
施
し
て
、
『
パ
リ
H

マ
ッ
チ
』
誌
に
発
表
し
た
世
論
調
査
は
、

二
月
発
表
の
一
一
一
回
目
の
も
の
、
二
月
発
表
の
一
四
回
目
の
も
の
が
、
す
で

に
委
員
会
に
よ
っ
て
異
議
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
六
回
目
の

も
の
に
対
し
て
、

シ
ラ
ク
(
わ
r
片
岡
田
口
)
候
補
の
選
対
事
務
局
長
の
申
立
に
よ

り
、
委
員
会
は
調
査
作
業
の
方
法
に
関
し
て
過
去
に
行
っ
た
異
議
を
再
確
認

(
5〉

し
て
、
司
Er--nω
・
〉
・
を
告
訴
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
論
調
査
委
員

会
は
、
四
月
一
四
日
に

HEroic-vECロ
社
の
調
査
お
よ
び
『
パ
リ

H
マ

ッ
チ
』
誌
発
表
の
同
V
E
E
R
ω
・
〉
・
の
調
査
に
対
し
、
第
二
回
投
票
に
つ
い

て
、
前
者
が
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
五
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス

タ
ン
四
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
後
者
が
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
四
八
パ

1
セ
ン

ト
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
五
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
の
に
対
し
、
こ
の

矛
盾
は
調
査
に
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
二
つ
の
調
査
の
「
信
頼
度
に

ハ
6
)

対
し
て
重
大
な
留
保
」
を
表
明
し
た
。
つ
い
で
、
世
論
調
査
委
員
会
は
、
四

月
二
ハ
日
に
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
と
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
第
一
回
投
票
で

同
じ
に
な
り
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
と
シ
ラ
ク
の
場
合
は
シ
ラ
ク
は
第
一
回
投
票
で

一
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
一
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
に
な
る
と
い
う
内
容
を
も
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っ
た
、
三
月
二
八
日
の
『
コ
テ
ィ
デ
ィ
ア
ン
・
ド
・
パ
リ
』
紙
に
発
表
さ
れ

ハ
7
)

た
円
E
5
1
0
1
E自
社
の
調
査
の
不
規
則
性
を
指
摘
し
た
。

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

(

1

)

円
。
冨
C
ロ仏
0

・町内同和
n
o
B
r
B
H
U
吋∞・

(
2
)
H
h
g
oロ品目・

N
O
門
広
凸
叩

H
H
M
Z
m
H
U吋∞・

(
3
)
M
M
F
R
H
O
〉
ぐ
江
戸

2

』ぬ白ロの』口直戸
HO--
〔

U
V
円。ロ
S
E
o
n
cロ
2
-
Z
E
D
-

ロロ
o--o-hH1釦
AUω-mo-
可
O
E〈
o-Hω
・ロ
o
H
u
-
-
]戸由∞
H
-
M》
-
N
H
白・

(
4
〉
HM
・
〉
〈
江
戸

2

し「・

0
K
G
C巴・

O
H
M
-
a
f
M
ν
D
E〈
O
F
H
F
ロ
o
H∞・]戸坦∞ゲ

同

M-Hum-

〈

5
)
F
o
p向。ロ仏
?

N

E
己
5
2・

ハ

6vzzcロ仏
9
5
2
E
S∞ゲ

ハ
7
〉
F
O
F
向。ロ《
H
a
w
-
H
∞
岱

az---]戸双山ゲ

(3) 

世
論
調
査
の
実
態
を
め
ぐ
る
論
議

)
 
，勾。(
 

一
九
七
八
年
三
月
の
国
民
議
会
議
員
選
挙

一
九
七
八
年
三
月
一
二
日
の
国
民
議
会
議
員
選
挙
の
第
一
回
投
票
で
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
世
論
調
査
機
関
は
左
翼
五
二

l
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
優

勢
を
伝
え
て
い
た
が
、
実
際
の
結
果
は
、
内
務
省
発
表
に
よ
れ
ば
左
の
得
票

右
の
得
票
率
四
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
(
『
ル
・

モ
ン
ド
』
紙
の
計
算
で
は
左
四
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
右
四
七
・
四
パ

I
セ

率
四
人
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

ン
ト
)
で
、
左
翼
は
伸
び
な
や
み
、
わ
ず
か
の
リ
l
ト
し
か
奪
う
こ
と
が
で

(
l〉

き
な
か
っ
た
。
三
月
一
五
日
付
の
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
で
は
、
ヴ
ィ
ア
ン
ソ

ン
H
ポ
ン
テ

(
5
B
E
g
-司
O
口
広
〉
が
「
世
論
調
査
の
新
た
な
失
敗
」
と
い

う
表
題
の
下
で
世
論
調
査
の
失
敗
を
指
摘
し
た
。
一
二
月
二
六
日
の
第
二
回
投

票
で
結
局
左
翼
は
敗
北
し
た
。

三
月
二
八
日
付
の

ヴ
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
で

は
、
代
表
的
な
世
論
調
査
機
関
の
責
任
者
の
見
解
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、

ヴ
ィ
ア
ン
ソ
ン
H
ポ
ン
テ
は
、
「
投
票
前
一
週
間
の
世
論
調
査
の
公
表
の
禁

止
が
事
態
を
恵
化
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
公
表
禁
止
の
無
用
さ
が
証
明
さ
れ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
投
票
一
週
間
前
の
世
論
調
査
の
公

表
禁
止
に
消
極
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。

(ロ)

一
九
八
一
年
五
月
の
大
統
領
選
挙

社
会
党
の
ミ
ゴ
ア
ラ
γ
が
当
選
し
た
一
九
八
一
年
五
月
の
大
統
領
選
挙
の

第
一
回
投
票
で
は
、

一
O
名
の
候
補
者
が
立
候
補
し
、
そ
の
う
ち
有
力
候
補

者
の
得
票
率
は
、
左
で
は
、
社
会
党
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
二
五
・
八
四
パ
l
セ
ン

ト
、
共
産
党
の
マ
ル
シ
ェ
(
玄
白
H
n
g
g
)

一
五
・
三
回
パ
ー
セ
ン
ト
、
右
で

は
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
二
八
・
=
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
シ
ラ
ク
一
七
・

九
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
第
一
回
投
票
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
社
会
党

の
躍
進
と
共
産
党
の
後
退
が
予
測
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
世
論
調
査

北法33(6・169)1631 



料

と
の
ず
れ
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
世
論
調
査
の
生
の

資

結
果
に
対
し
て
、
共
産
党
支
持
者
の
一
部
が
共
産
党
へ
の
投
票
を
隠
し
、
社

会
党
へ
の
投
票
の
意
志
を
表
明
す
る
傾
向
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
共
産
党
を

高
く
し
社
会
党
を
低
く
す
る
よ
う
補
正
を
加
え
た
結
果
を
世
論
調
査
の
結
果

(
2〉

と
し
て
公
表
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

信
「
悲
し
き
フ
ラ
ン
ス
左
翼
」
世
界
一
九
七
八
年
八
月
号

(

1

)

藤
村

八
一
一
員
。

(

2

)

同
h
Z
E
}命
。
口
問

i
p
H
h
ω
河口
L
H
1
b
E
O
L
。

ω白
一
互
の
巳
}
}
白
Z
S
F
円
。

z
c
z戸
、
巾

-r

。zmミ
ロ
門
町
ロ
ア
日
自
民
一
]
甲
信
・
目
y
N

。・

仏)

学
説
の
評
価

)
 

2

。々(
 
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
見
解

一
九
七
七
年
七
月
一
九
臼
法
が
国
民
議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
時
期
に
、

パ
リ
第
一
大
学
の
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ

z
教
授
は
、
六
月
一
七
日
付
の
『
ル
・
モ

(

1

}

 

ン
ド
』
紙
に
、
「
鏡
へ
の
権
利
、
世
論
調
査
に
関
し
て
」
と
題
す
る
論
文
を

発
表
し
て
、
選
挙
戦
中
の
世
論
調
査
の
公
表
を
制
限
す
る
こ
と
に
反
対
す
る

こ
の
論
文
の
な
か
で
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、
「
政

論
陣
を
張
っ
た
。

府
は
選
挙
戦
中
の
世
論
調
査
の
公
表
を
制
限
す
る
こ
と
に
い
か
な
る
利
益
も

も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
市
民
は
政
府
が
世
論
調
査
の
公
表
を
制

限
し
な
い
こ
と
に
最
も
大
き
な
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
市
民

は
、
競
争
の
す
べ
て
の
局
面
、
特
に
集
団
の
意
見
合
勺

E
8
8
F
a
g〉

の
傾
向
と
そ
の
進
展
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
権
利
を
有
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
:
:
:
自
分
自
身
に
意
識
的
な
世
論
は
、
そ
の
鏡
が
映
す
姿
に
反
作
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
論
に
鏡
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
そ
の
決
定
の
自
律

性
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
・
:
:
世
論
調
査
を
行
い
、
そ
れ
を
公
表
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
に
解
説
を
加
え
る
自
由
は
、
報
道
の
自
由

2
Z吋
片
品
内
コ
え
2
E

sazロ
)
の
必
要
不
可
欠
な
部
分
を
な
し
て
お
り
、

そ
れ
は
多
元
的
民
主

主
義
の
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
」
と
し
て
、
報
道
の
自
由
と
民
主
主
義
の
観
点

か
ら
世
論
調
査
の
公
表
の
自
由
を
正
当
化
し
、

最
後
に
、
「
も
し
政
府
が
そ

の
多
数
派
に
よ
っ
て
世
論
調
査
の
使
用
を
制
限
す
る
法
律
を
可
決
さ
せ
た
な

ら
ば
、
六

O
名
の
国
民
議
会
議
員
ま
た
は
六

O
名
の
元
老
院
議
員
が
存
在
す

憲
法
院
は
、
結
社
の

る
こ
と
が
期
待
で
き
(
憲
法
院
に
提
訴
す
る
た
め
)
、

自
由
の
擁
護
に
お
い
て
示
し
た
の
と
同
様
の
厳
格
さ
を
報
道
の
自
由
の
擁
護

に
お
い
て
も
表
明
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

の
最
後
の
部
分
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
民
議
会
本
会
議
の
一
般
討
議
で
、

社
会
党
の
リ

I
ン
ハ
ル
ト
議
員
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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(ロ)

カ
ダ
l
ル
の
見
解

(
2〉

パ
リ
第
二
大
学
の
カ
ダ

1
ル
教
授
は
、
大
著
『
政
治
制
度
お
よ
び
憲
法
』

第
二
版
で
、

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
を
取
り
上
げ
、
選
挙
に
関
す
る
世

論
調
査
の
質
と
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
、

選
挙
運
動
期
間
中
の
世
論
調
査
の
禁
止
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い

る
。
ヵ
ダ
l
ル
教
授
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
一
条
で
規
定
さ
れ
た
投
票
日
一

週
間
前
に
お
け
る
世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
は
、
「
国
民
議
会
で
ク
ロ

l
デ

ィ
ユ
ス

H
プ
チ
氏
が
批
判
し
た
よ
う
に
非
常
に
問
題
の
あ
る
決
定
」
で
あ

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

り
、
「
表
現
お
よ
び
報
道
の
自
由
に
対
す
る
重
大
か
つ
奇
妙
な
侵
害
を
構
成

す
る
」
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
世
論
-
調
査
の
解
説
の
禁
止
は
、

選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
表
現
の
自
由
、
し
た
が
っ
て
、
選
挙
の
自
由
の
侵

警
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
「
余
り
に
も
迅
速
に
可
決
さ
れ
た
こ
の
法
文
が
見

直
し
を
う
け
、

」
れ
ら
の
禁
止
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
し

て
、
表
現
お
よ
び
報
道
の
自
由
と
選
挙
の
自
由
の
観
点
か
ら
反
対
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
世
論
調
査
の
客
観
伎
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
「
党
派
性
の
あ
る
世

論
調
査
機
関
が
選
挙
の
流
れ
を
変
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
う
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
て
、

一
九
七
七
年
法
の
禁
止
を
廃
止
す
る
代
り

に
、
「
世
論
調
査
機
関
の
活
動
の
客
観
性
に
根
拠
を
置
い
た
、

選
挙
期
間
中

の
世
論
調
査
機
関
の
許
可
制
」
を
提
案
し
て
い
る
。

か争

ジ
ッ
ケ
ル
の
見
解

=司

憲」
法 i
守夫
ι""" 
~"て1"

政の
治ジ
制("ツ

長旦ヶ
'= ノレ

の教
措授
訂 t主
版

の

な
i:J訟

で

ア
ン
ド
レ
・
ォ
l
リ
a
ー
と
の
共
著

一
九
七
七
年
七
月
一
九

日
法
の
概
要
を
紹
介
し
て
か
ら
、
法
律
第
一
一
条
の
選
挙
期
間
中
の
世
論
調

査
の
公
表
の
禁
止
に
つ
い
て
、
「
-
九
七
八
年
三
月
の
先
例
に
照
ら
し
て
、

採
用
さ
れ
た
措
置
の
実
際
上
の
有
効
性
を
疑
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
う
え
そ

の
措
霞
を
告
発
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
例
え
ば
、
秘
密
に
し
て
お
く
つ

も
り
な
ら
、
将
来
選
挙
期
間
中
何
時
で
も
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
た
と
え
市
民
の
情
報
の
自
由
を
澄
用
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
憲
図
が

正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
想
定
さ
れ
た
救
済
策
は
多
く
の
面
で
不
十
分
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
法
律
が
不
十
分
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

付

ア
ヴ
リ
ル
の
見
解

パ
リ
第
一

O
H
ナ
ン
テ
1
ル
大
学
の
ア
ヴ
リ
ル
教
授
は
、
一
九
七
七
年
七

月
一
九
日
法
を
対
象
に
し
た
「
世
論
調
査
の
権
利
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か

の
最
後
の
部
分
に
、
「
疑
い
の
あ
る
措
置
|
検
閲
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け

て
、
「
選
挙
の
結
果
に
対
し
て
世
論
調
査
の
公
表
が
影
響
を
与
え
る
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
民
が
ず
っ
と
執
よ
う
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料

な
政
治
宣
伝
の
圧
力
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
民
は
、
こ
の
よ
う
な
影
響
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ

資

ば
な
ら
な
い
程
弱
い
も
の
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
し
、
さ

ら
に
、

世
論
調
査
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
「
よ
り
大
き
な
正
確
性
お
よ
び
よ

り
高
い
信
頼
度
が
唯
一
の
救
済
策
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
か
ら
、
規
制

〈

4
)

の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
1
)
Z
E己
円
。
ロ
ロ
話
円
四
O
H
-
F
m
w
仏同
C
M
同
国

z
g町
c
F
m
F
匂

H
D唱
。
凹
門
目
印
刷

師
。
邑
白
問
。
凹
・

H
A
O

冨
S
L
0・
H

ご
C
E
S
S
-

(

2

)

し
『
仰
の
占

EOω
【

U
m
L
E
1
7

阿国

ω昨
日
同
ロ
江
口
口
ω
M
M
D
E
C
C
E
E
W
O同

ι】
3
x
n
Dロ
ω昨日・

Z
己
D
Eロ
己
・
同
・
同

-
N
@
E
-
t
O
F
F
-
C・
O
-
H
-
H由
∞
0
・
司
-
∞
叶
印
。
円
∞
吋
m-

(
3〉
K
M
E
L
芯
出
血
ロ
ユ

c
z
a
』

gロ
の
お
門
戸
己
開
ア

u
s
x
g
g吾
ロ
片
山
D
ロ
ロ
叩
-

ぬ
同
日
ロ
凹
片
山
門
口
巴
C
ロ
ω
唱。-山門
FGEOω
・
吋
@Am仏陀昨日
0
ロ・

F
向。ロ
T
u
r
宮
山
田
己
何
回
-

H
由
∞
。
-

H

》・山
w
u
o
l
l
u
u
H
・

(

4

)

司
・
〉
2
-
-
-
F
O
《
】

Ho-H
仏
2

8
邑
白
m
F
O匂
-
n
X
G
M
M
-
S吋
1

S
由・

お

わ

り

に

ま
ず
、

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
の
立
法
過
程
の
特
色
を
ま
と
め
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

)
 

噌
目
ゐ(
 
新
聞
社
や
放
送
局
に
よ
る
選
挙
に
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
の
公
表

が
選
挙
に
与
え
る
影
響
に
対
す
る
世
論
の
批
判
、
さ
ら
に
法
律
に
よ
る
規
制

の
必
要
性
を
示
唆
す
る
全
国
選
挙
運
動
規
制
委
員
会
お
よ
び
憲
法
院
の
勧
告

を
受
け
て
、
議
員
提
出
法
案
と
し
て
法
律
案
が
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
合
計
五
つ
に
な
る
が
、
最
終
的
に
可
決
さ

れ
た
法
律
案
の
基
礎
に
な
っ
た
ゲ
ル
ム
!
ル
案
は
、
与
党
の
議
員
検
討
グ
ル

-
プ
が
一
年
近
く
か
か
っ
て
、
世
論
調
査
の
実
施
者
、
新
聞
社
や
放
送
局
の

責
任
者
、

政
治
社
会
学
の
-
専
門
家
の
意
見
の
聴
取
、

各
党
の
議

さ
ら
に
、

員
団
長
と
の
意
見
交
換
を
ふ
ま
え
た
結
果
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
議
員
提
出
法
案
と
し
て
も
十
分
内
容
上
の
質
が
確
保
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(2) 

法
律
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
は
、
最
初
に
元
老
院
に
法
律
案
が

提
出
さ
れ
た
一
九
七
二
年
一
一
月
か
ら
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
一
九
七
七
年

七
月
ま
で
、
四
年
以
上
も
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
七
二
年
一
二
月

に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
て
か
ら
、
一
九
七
七
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
国

民
議
会
議
員
が
四
つ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
ま
で
、
元
老
院
か
ら
送
付
さ
れ

た
法
律
案
は
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
か
れ
て
お
り
、

一
九
七
七
年
七
月
に
お
け

る
国
民
議
会
と
元
老
院
本
会
議
で
の
審
議
期
間
は
、
七
月
二
八
日
に
国
民
議

会
で
修
正
案
を
可
決
し
、
同
月
三

O
日
に
元
老
院
第
二
回
審
議
で
再
修
正
を

し
、
同
日
に
国
民
議
会
が
元
老
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
法
律
案
を
第
二
回
審
議
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で
可
決
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
短
期
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
七
二
年

一
九
七
七
年
六
月
二
八
日
に

国
民
議
会
で
修
正
さ
れ
た
法
律
案
と
の
間
に
は
、
前
者
が
選
挙
期
間
中
の
世

論
調
査
の
公
表
の
禁
止
の
み
を
内
容
と
し
、
後
者
は
世
論
調
査
委
員
会
に
よ

一
一
一
月
に
元
老
院
で
可
決
さ
れ
た
法
律
案
と
、

る
世
論
調
査
の
規
制
の
み
を
内
容
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
上
大
き
な

相
異
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
審
議
が
十
分
な

さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

(3) 

政
党
聞
の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、

一
九
七
二
年
の
元
老
院
で
は

フランスにおける選挙に関する世論調査の規制

全
員
一
致
で
法
律
案
が
成
立
し
た
が
、

一
九
七
七
年
七
月
の
両
院
の
審
議
で

は
、
社
会
党
H
急
進
党
左
派
お
よ
び
共
産
党
、
そ
れ
に
中
道
派
の
二
郁
が
反

対
し
た
。
与
党
お
よ
び
政
府
に
よ
る
賛
成
論
と
、
野
党
に
よ
る
反
対
論
に
お

い
て
、
憲
法
論
が
論
争
点
の
中
心
に
な
っ
た
。
前
者
は
、
世
論
調
査
の
結
果

の
公
表
が
「
世
論
形
成
の
付
和
雷
同
的
性
格

(
g
g
R
P
B
崎
弘
宮
町
。
〉
を
増

大
さ
せ
」
る
と
い
う
弊
害
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
「
民
主
主
義

の
本
質
は
、
各
市
民
に
よ
っ
て
自
由
で
か
つ
意
識
的
に
論
争
さ
れ
た
個
人
的

選
択
の
集
団
的
結
果
で
あ
る
べ
き
」
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
(
一
九
七
二
年

元
老
院
立
法
委
員
会
報
告
)
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
投
票
の
自
由
を
主
張

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、

世
論
調
査
の
公
表
の
禁
止
が
、
「
報
道
の

自
由
」
(
国
民
議
会
に
お
け
る
社
会
党
の
リ
l
ン
ハ
ル
ト
の
発
言
〉
、
「
表
現

の
自
由
お
よ
び
報
道
を
受
け
る
権
利
」
(
国
民
議
会
に
お
け
る
共
産
党
の
ヴ

ィ
ラ
の
発
言
)
を
侵
害
す
る
も
の
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
党
の
リ
l

ン
ハ
ル
ト
か
ら
は
法
律
案
が
可
決
さ
れ
た
場
合
に
、
憲
法
院
に
報
道
の
自
由

違
反
に
よ
っ
て
提
訴
す
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
が
、
憲
法
院
に
は
提
訴
さ
れ

h
l
h
h

コ"-。

ナ
ん
品
u
e
J
z
b

こ
の
よ
う
な
左
翼
側
の
違
憲
論
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
『
ル
・
モ
ン
ド
』

紙
に
論
陣
を
張
る
高
名
な
憲
法
・
政
治
学
者
で
あ
る
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
論

文
で
あ
る
。
「
世
論
調
査
を
行
い
、

そ
れ
を
公
表
し
、

そ
し
て
、
そ
れ
に
解

説
を
加
え
る
自
由
は
、

報
道
の
自
由
の
必
要
不
一
同
・
欠
な
部
分
を
な
し
て
お

り
、
そ
れ
は
多
元
的
問
民
主
主
義
の
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
デ

ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
の
見
解
で
あ
っ
た
。

一
九
七
七
年
七
月
一
九
日
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
だ

短
い
期
間
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
評
価
を
下

す
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
レ
。
し
か
し
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
選
挙
に

関
す
る
世
論
調
査
の
質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
独
立
性
を
有
す
る
行
政
機
関

で
あ
る
世
論
調
査
委
員
会
が
世
論
調
査
の
実
施
と
販
売
を
規
制
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
選
挙
運
動
期
間
中
に
世
論
調
査

の
公
表
を
禁
止
す
る
点
に
つ
い
て
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
は
も
と
よ

り
、
学
説
か
ら
も
疑
問
の
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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Hokkaido L. Rev. 

La reglementation des sondages 

electoraux en F rance 

一一laloi du 19 jui1let 1977 relative主lapublication et a 

la diffusion de certain sondages d'opinion--

Mutsuo NAKAMURA * 

La loi du 19 juillet 1977 organise le contrδle sur les sondages electo-

raux par la commission des sondages et elle interdit toute la publi-

cation des sondages d'opinion durant la semaine qui precede tout 

scrutin. Cet article traite d'abord de son elaboration en analysant la 

preparation des propositions de lois et les debats par1ementaires. Il 

traite ensuite de l'application de cette loi en citant plusieurs cas sur 

les elections legislatives de 1978 et l'election prるsidentiellede 1981. 

*Professeur a la Faculte de Droit de l'Universite de Hokkaido 
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